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午前10時00分 開会

（出席議員数18名）

─────────────────────────

開 議 宣 告

─────────────────────────

○議長（北猛俊君） これより本日の会議を開きます。

─────────────────────────

会議録署名議員の指名

─────────────────────────

○議長（北猛俊君） 本日の会議録署名議員には、

千 葉 健 一 君

天 日 公 子 君

を御指名申し上げます。

─────────────────────────

諸 般 の 報 告

─────────────────────────

○議長（北猛俊君） この際、諸般の報告をいたしま

す。

9 月 9日会議終了後、決算審査特別委員会が開かれ、

委員長に千葉健一君、副委員長に東海林孝司君が互選さ

れた旨、報告がございました。

─────────────────────────

日程第１ 市政に関する一般質問

─────────────────────────

○議長（北猛俊君） 日程第 1、市政に関する一般質問

を行います。

質問の順序は御配付のとおり順次行います。

質問は9名の諸君により、24件の通告があります。

質問に当たっては重複を避け、また、答弁に際しまし

ても簡潔にされるよう御協力をお願い申し上げます。

なお、さきの議会改革特別委員長の報告にもありまし

たが、富良野市議会申し合わせ事項中、一般質問中に理

事者は、議長の許可を得て、質問者に質問の本旨を確認

することができるとありますので、理事者、議員におか

れましては趣旨を御理解し、わかりやすく、充実した議

論を展開されますよう期待いたします。

それでは、ただいまより大橋秀行君の質問を行います。

10番大橋秀行君。

○10番（大橋秀行君） -登壇-

通告に従い質問させていただきます。

我が国の自給率について、農水省は8月5日に07年度

食料自給率を発表しました。

それによると、食料自給率がカロリーベースで前年か

ら、1％、ポイントが上がり、40％に回復したことを明ら

かにしました。

自給率が上昇したのは、冷害と台風で米が不作だった

93年の37％から46％に上がった94年以来、13年ぶりだ

そうです。

上昇に転じたのは、小麦の豊作や米の消費が、93年の

大凶作の反動で、95年度に増えたのを除くと、45年ぶり

に増えたことが主な理由だそうです。

ただ今回は天候の要因が多く、生産ベースでは、66％、

2 ポイント低下するなど、本格的な上昇基調になったと

は言えないとしています。

また飼料を含む、重量ベースでは28％と、非常に低い

状態です。

農水省では自給率向上の一環として、全国にあるとさ

れている38万6,000ヘクタールの遊休地の解消に向けて

乗り出しました。

市町村農業委員会は、国、都道府県と連携し、農地パ

トロールを基礎に実態をつかみ、3 段階、緑、黄、赤に

分類、集計を行い、人力や農機具ですぐ耕作できる農地

を緑、基盤整備をすれば使える農地を黄色、森林、原野

化して農地に戻せない土地を赤と区分するそうです。

分類された農地は、農業基盤強化促進法に基づき、農

業委員会が指導を行うとしています。

所有者自ら、または認定農業者や集落営農など、担い

手のある個人、NPO 法人などが、借手となって耕作する

よう勧めたり、畜産農家と所有者の連携による飼料畑や、

放牧地の利用を促し、それが困難な場合は、市民農園、

景観作物、緑肥作物の栽培、草刈りや水はりなど保全管

理を行うとしてますが、私としては、一部は可能だとし

ても非常に難しいのではないかと思っております。

また、農業委員会が指導開始後、1 年過ぎても解消し

ない場合、市町村長から消費者に特定遊休地であること

を通知するよう農業委員会から要請する。

市町村長は要請があれば原則すべての所有者に通知す

る。

農業場に利用されなければ、すべて担い手への賃貸借

を勧告するとされていますが、指導勧告で耕作放棄地を

なくすことには、難しいと思われます。

そこで農業委員会に耕作放棄地の現状についてお尋ね

いたします。

1点目、富良野市の耕作放棄地の面積は。

2点目、耕作放棄地に至る背景は。

3 点目、耕作放棄者に対して指導を行っているのかを

お尋ねいたします。

次に、市長に伺います。

現在、農業は全国的に非常に厳しい状況にあります。

燃料の高騰による、農業、農機の燃料経費の増、また、

生産資材の値上がり。私たちの予想をはるかに超えるも

のです。

特に来年度に使用する肥料に関しては、全体平均で

60％と大変な値上がりです。これでは農業者が経営でき

るか非常に心配しているところです。

今回の大幅な値上げは、肥料の成分である窒素やリン
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酸、塩化カリウムなどの原料の国際価格が高騰してるこ

とが原因で、5月の窒素価格は前年に比べ約2倍、リン

酸、塩化カリウムはともに約3倍となっております。

原因としては世界的な食料自給の増加に、また、バイ

オ燃料の需要が加わり、穀物の作付面積の増加とともに、

肥料の需要も急増しております。今後しばらくは、肥料

の値上がりが続くのではないかと心配しております。

一例で秋小麦の肥料ですが、BB8581CUという肥料でご

ざいますが、この肥料はふらの農協が、富良野に合うよ

う、独自に開発した肥料で、最初は1,000円しない肥料

でした。ですが、昨年は1,344円ですが、ことしは、2,312

円と大変な状況です。

そんな厳しい環境でも、我々農業者は頑張って農業を

続けていかなければならないと思います。

また行政も、今後離農者を出さない、耕作放棄地を出

さない予防策を考えるべきではないかと感じています。

そこで質問します。耕作放棄地の解消策について。

国に耕作放棄地の解消策を提示しなければならないと

思うが、進捗状況は。

2 点目、農地の引き受け手である担い手の育成、新規

就農者の援助、法人の立ち上げの支援、農業者のサポー

ト体制が必要ではないか、ない、必要では。

3 点目、耕作放棄地の予防策として、道で取り組んで

いる農業再生委員の検討をしては。

以上、質問して1回目の質問を終わります。

○議長（北猛俊君） 御答弁を願います。

農業委員会会長藤野昭治君。

○農業委員会会長（藤野昭治君） -登壇-

大橋議員の御質問にお答えいたします。

まず、1 件目の耕作放棄地についての現状についてで

ありますが、農業委員会で、平成16年度から17年度に

かけて、全体調査を行い、平成18年3月末時点で把握し

ている耕作放棄地の面積は、179ヘクタールであります。

そのうち、経営基盤強化促進基本構想に基づく要活用

農地は61ヘクタールあり、耕作放棄等により原野化して

いる農地は、118ヘクタールになっております。

この数値は、当初平成9年度に調査して以来、73ヘク

タールの増と、増加傾向にあるところであります。

耕作放棄されている大部分の農地については、生産性

が低く、土地条件の悪い山間地に多く発生しており、離

農などにより、流動化が厳しい農地、また、相続を受け

た農地がそのまま放置されている状況も見受けられてい

るところであります。

次に、耕作放棄に至る主な理由と背景についてであり

ますが、高齢化による労働力の不足や、生産性が低い農

地の受け手がいないなど、さまざまな理由がありますが、

根本的な要因、何と言っても、農産物価格の低迷から来

る収益性の悪化、農家経済の疲弊が、耕作放棄地を発生

させる最大の要因であると私は認識しているところであ

ります。

また、国の農政対策に対する不安、不信なども影響し

ていると思われ、農業を取り巻く厳しい環境の中で、ま

すます高齢化、担い手のいない農家が条件不利地から、

耕作放棄を発生させてしまうのではないかと危惧してい

るところであります。

次に、耕作放棄者に対する指導についてでありますが、

農業委員会では毎年10月から11月にかけて、各地域で

の班編成により、農地パトロールを実施しているところ

でございます。

これは、平成17年度の実態調査をもとに、耕作放棄地

所有者のその後の土地状況と、地域における不適切な農

地利用などの把握のため行っているものでありますが、

その農地パトロールの際に、指導などもあわせて行って

いるところであります。

一部ではありますが、土地所有者の農地の使い方など

の意向確認を行い、農地に復元可能な土地については、

荒らさないようお願いと指導を行っているところであり

ます。

耕作放棄地については、御承知のとおり、本年度、農

林水産省より5年後の解消に向け、全国の市町村と農業

委員会で取り組むこととされたところでありますので、

私ども農業委員会としても、市と十分連携を図りながら、

現在取り組み進めているところであり、耕作放棄解消に

努めていく所存であります。

○議長（北猛俊君） 続いて御答弁願います。

市長能登芳昭君。

○市長（能登芳昭君） -登壇-

大橋議員の2点目の耕作放棄地の解消策についてであ

りますが、国は自給率の緊急向上に向けて、本年4月以

降、耕作放棄地の解消について全国一律で指導している

ところであります。

国が示した全体のスケジュールといたしましては、本

年10月までに、市と農業委員会が協力して耕作放棄地の

現地調査を実施し、11月末までに、耕作放棄地における

農地と非農地の区分を判断し、面積の確定を行い、北海

道に全体調査票を提出することになっております。

その後、確定された耕作放棄地のうち、農地として活

用できるものを対象に、それぞれの状況に応じて栽培技

術指導や担い手への農地の利用集積などの支援策を講じ

る耕作放棄地解消計画を策定することになっております。

本市の進捗状況につきましては、5 月に北海道による

説明会が開催された後、6月3日に市や農業委員会など、

関係機関、団体による耕作放棄地解消対策協議会を設置

し、8月27日までに全体調査、さらに現地確認調査を実

施をしたところでございます。

現在、これらの調査の集計作業を進めているところで
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あり、今後この集計のもとに農地と非農地の判断、及び

耕作放棄地解消計画の策定作業を順次進めていくことに

なっております。

次に、農地の引き受け手である農業者へのサポート体

制についてでありますが、農業生産における経営資源と

して、土地と人材は大きなウエートを占めるものであり、

担い手の育成支援は、特に重要と認識をしているところ

であります。

これまでも担い手育成につきましては、沿線の市町村

やふらの農協など、関係機関、団体で富良野地域担い手

育成総合支援協議会を組織し、担い手育成に係る農業簿

記研修会などの各種研修会、法人セミナーなど法人の育

成支援、新規就農者交流会などの支援を行っているとこ

ろでございます。

また月1回程度、定期的な連絡会議を開催し、関係機

関、団体の情報共有に努めているところでございます。

北海道が現在取り組んでいる農業再生委員会は、農家

の事業再生や経営資源の継承を支援することを目的とし

た都道府県レベルの組織であり、行政、農協系統、金融

機関、弁護士や税理士などで構成されております。

本市といたしましては、今後とも、既存の富良野地域

担い手育成総合支援協議会で、実施している担い手対策

をさらに充実し、推進していきたいと考えておりますの

で、関係機関、団体から人を出し合って、農業者の多く

の課題に対応できるワンストップサービスにつきまして

は、必要性は認識するものの、各組織の人的な面や効率

的な運営などから、現状では困難であると考えていると

ころでございます。

なお、担い手育成につきましては、現在進めている農

業計画策定作業の中で、体系的な対応ができるよう、市

内の指導農業士などと連携して、検討を深めているとこ

ろでございます。

以上であります。

○議長（北猛俊君） 再質問ございますか。

10番大橋秀行君。

○10番（大橋秀行君） 農業委員会の委員長にお尋ねい

たしたいと思います。

相続を受けた農地は、そのまま放置されている状況が

あるという状況が見受けられるというお話でございます

が、今、農業情勢が非常に厳しい中、農地の流動が非常

にしにくい状況下にあると、私は認識しております。

それでですね、負債農家に関しましては、負債整理の

ために農地の流動化を農業委員会に申し出てですね、農

地の流動をお願い…、早めに流動させるよう、お願いし

ている状況下に見えます。

ただ、負債のない農業者等はですね、農地を…、今の

農地価格が非常に安いもので、農地の売買を嫌いまして、

賃貸借なり、貸し手を見つけてですね、本人が農地を所

有したまま継続の…、農地を保有したままいる状況が、

多く今後出てくるんではないかなと思っております。

そうした場合ですね、もし本人が亡くなったとき、今

度は相続という問題が起きてくるのではないかと、その

ときに、子供たちはですね、その農地の評価、農地の流

動の仕方、そういった問題が、非常にわからないのでは

ないか。

そういったときに農業委員会としてはどういう考えで、

そういった問題に対応するのか、そこら辺の考えがあり

ましたらお聞かせ願いたいなと思います。

○議長（北猛俊君） 御答弁願います。

農業委員会会長藤野昭治君。

○農業委員会会長（藤野昭治君） 相続農地が、耕作放

棄されているということでございますけども、これはす

べてではないわけでございます。一部そういうものもあ

るというふうに、認識をいたしております。

今議員がおっしゃられましたとおりですね、要するに、

今度その耕作放棄をされたものに対して、今度は相続の

問題が発生してくるんでないかということでございます

よね。当然だと思ってございます。

しかし、要するに耕作放棄されてる大半の農地、優良

農地ですね、いい農地はですね、それぞれ地域、地元に

おいて求められるということが多いわけでございまして、

そういう面は、かなり違うのかなというふうに思うわけ

でございますけども、問題はやはり、傾斜地が強いとか、

石れきが多いとかですね、非常に立地条件の悪いところ

が、地元で買っていただくことができないというような

農地に対してですね、耕作放棄されているという現状を

御理解いただきたいというふうに思ってございます。

○議長（北猛俊君） よろしいですか。

10番大橋秀行君。

○10番（大橋秀行君） 地形の悪いとこ、それからそう

いったとこが耕作…、鹿などの鳥獣害被害によってです

ね、耕作が非常に難しい地帯があることは、私も十分承

知しております。

ただ優良農地、私たちの地区にもあるわけですが、訴

訟問題等それからですね、やはり農地を手放したくない。

今の価格では動かしたくないという考え方の人らがあり、

そこら辺が優良農地の真ん中にあるという状況が見受け

られるわけです。

そうしたその解消策を農業委員会は指導も行っている

というお話しなんですが、非常に訴訟問題等であった農

地っていうのは、非常に誰も手つけ、手がつけられない、

またつけにくい。

それから、そういった農地にはですね、土地改良区の

問題も絡んでおりまして、そういった負債の問題が大き

く阻害してくるという状況下にあります。

ただ、今後、農業委員会がそういったものに指導をし
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てく、今までも機能を持っていたのか、持っていなかっ

たのか、今後そういった指導の機能の強化等が、強化を

していくのか、ちょっと考え方がありましたらお知らせ

願いたいなと思いますが。

○議長（北猛俊君） 御答弁願います。

農業委員会会長藤野昭治君。

○農業委員会会長（藤野昭治君） 先ほども、申し上げ

たわけでございますけども、全体的にはですね、富良野

全体の中で、61ヘクタールがですね、優良農地があると

いうふうに、認識をいたしているわけでございます。

そのものに対してはですね、荒らさない、そしてでき

れば賃貸で対応してもらうとか、売買をしてもらうとか

いうようなことに向けてですね、1年に 1回、遊休農地

の調査を行っている過程の中で、それぞれの地域の農業

委員がですね、中心になって進めているところでござい

ます。

以上でございます。

○議長（北猛俊君） よろしいですか。

10番大橋秀行君。

○10番（大橋秀行君） 地元の農業委員さんが、非常に

頑張ってるのは、私も理解してるとこですが、この耕作

放棄地が、大きく問題になってくるのは十分承知してま

すが、今後ですね、前回私の9月、昨年の9月の質問の

中で市長にお伺いした時に、2015年までに、やや農家が

500戸台になるというお話がございました。

今後約200戸以上の農家が離農者が出るのでないか、

その農家に対して農地の流動を行って、農業委員会が中

心となって行ってかなきゃならんでないかと思ってます。

簡単に、ちょっと大ざっぱなお話で申しわけないんで

すが、1戸10ヘクタールとして、200戸とせば2,000ヘ

クタールの農地の流動させなきゃならんと、これは大き

な農業委員会の仕事になろうかと思ってます。

今後、農業委員会のそういった今後に向けての対策の

考えがありましたら、お知らせ願いたいなと思いますが。

○議長（北猛俊君） ここで暫時休憩いたします。

───────────────

午前10時26分 休憩

午前10時27分 開議

───────────────

○議長（北猛俊君） 休憩前に引き続き会議を開きます。

休憩前の大橋秀行君の質問に御答弁願います。

農業委員会会長藤野昭治君。

○農業委員会会長（藤野昭治君） 耕作放棄地に対する

基本的な、今後の考えとして申し上げたいと思います。

耕作放棄地が発生する原因はですね、さきの答弁でも

申し上げたとおり、農業の収益性がですね、非常に低い

と思われるわけでございます。

そうした基本問題を抜きにしてですね、解消計画を策

定するだけでは、根本的な解決にはならないと、私は考

えております。

また、地域内に担い手がいるかどうか、耕作放棄地発

生に大きく影響をするわけでございますが、農地を利用

できる担い手、要するに意欲のある担い手をですね、し

っかり育成していただき、担い手が将来に希望の持てる

農政を確立していくことが、必要だと認識をしていると

ころでございます。

農業委員会の活動の柱は、人と…、土地と人にありま

すので、今後も地域での農地の利用調整を初め、担い手

の育成に努めるなど、着実に取り組みを進めていきたい

と、考えてございます。

以上でございます。

○議長（北猛俊君） よろしいですか。

10番大橋秀行君。

○10番（大橋秀行君） 今後、農業委員さんも非常に大

変だと思いますが、今後、我々の農地、この地域を守っ

てくために農地の流動に邁進していただけることをお願

いして、農業委員長さんの質問を終わります。

続きまして市長さんへお願い…、お聞きをしたいわけ

ですが、耕作放棄地を解消策定…、解消計画を策定する

こと…、するとなっておりますが、今の質問のとおりで

すね、非常に農業情勢が厳しいと、そういった中でいま、

農地を引き受けようとする担い手が、非常に疲弊してる

状況下にございます。

また農地を流動させるために…、ことによって、農家

は規模拡大をしなきゃならないと。その拡大をするため

には、つくる作物が必要なわけです。

ただ、いま現状の中でですね、つくる作物がない。ま

た、あったとしても、昨年から始まった品目横断が非常

にちょっと邪魔をしてるわけですが、あれは過去実績が

ないと、面積をふやせないという状況下にございます。

そうなると農地を取得してもつくるものはない。

おかしなものをつくったら、今の肥料価格の高騰、経

費の高騰によってですね、マイナスになっていくという

状況下にある、あろうかと思います。

ただ、その中でやっぱり私としては、担い手の足腰の

強い担い手をきちっとつくり上げていく、そういったこ

とが行政の仕事じゃないかなと感じておりますが、そこ

ら辺の考えを再度市長さんにお伺いしたいと思いますが。

○議長（北猛俊君） 御答弁願います。

市長能登芳昭君。

○市長（能登芳昭君） 大橋議員の御質問にお答えをさ

していただきたいと思います。

1 点目の、それぞれ放棄地の関係の中でですね、先ほ

ど農業委員会の会長の御答弁ありましたとおり、179 ヘ

クタールという、かなり耕作地から見ると大変ウエート

の大きい状況の荒廃地だというふうに認識をいたしてお
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ります。

この状況は、やっぱり年々増えていく傾向にあろうか

と、こういう認識もいたしているところでございます。

そういう現状を踏まえるときに、富良野農業の今後の

状況というものは、国際、グローバル化された中での作

物のつくる状況等も考え合わせますと、非常に今日的に

は厳しい状況であるというふうに認識をせざるを得ない

と。基本的には、そのように考えております。

そういう状況の中で、国は、今の自給率の向上はもち

ろんでございますけども、農業の現実行われている状況

をどう、これからの国の農業の柱に何を考えてやってい

くかということになりますと、一つに大きく国際的な動

向をどう受けとめて、国自体がやるのか、あるいはまた、

国内的にはそれを受けての、ただいま大橋議員の御指摘

ございましたとおり、作物のそれぞれ品目をどう農業者

がとらえて生産性を高めて行けるような状況づくりがで

きるのか、できないのか、こういうことが大きな課題の

取り組みになっていくのかなと、このように考えている

とこでございますけども、そういった中で、私も、今現

在、富良野農業の状況からは、800 余の農家戸数を抱え

ている状況の中でですね、担い手という状況づくりを、

どうつくっていくかと、これはやはり個々の農家の判断

にもよりますけども、あるいは家族構成にもよりますけ

ども、やはり農業に希望を持てるような状況づくりを考

えていかなければ、農業の担い手というのはやはり育っ

ていかないんでないだろうかと、こういう認識をいたし

ております。

そういう中で、私は、市町村だけで、担い手の向上対

策というのはなかなか難しい。現実的には難しい。

これにはやはり、国、道、市町村、そして関係団体と

合わせてですね、これらの問題について、積極的に取り

組む状況づくりを、早急にやらなければですね、これは

やはり、現行の状況から見ますと、さらに、俗にいう放

棄地がますますふえていくような状況になっていくだろ

うと、このように判断をいたしておりますので、ただい

まお答え申し上げた中でですね、総合的な中の状況づく

りも判断しながら、これに対応してまいりたいと、この

ように考えているところでございます。

○議長（北猛俊君） よろしいですか。

10番大橋秀行君。

○10番（大橋秀行君） 今、市長の答弁の中で担い手を

育てていかなきゃならん、関係機関と手を携えて育てて

いかんきゃならんというお話がございました。

その中で私としてはですね、やはり行政、系統、普及

所、いろんな各団体から人材、マンパワーも持ち寄って

ですね、担い手になるべく人材の育成、それからここに

各種研修会、法人セミナーってありますが、法人セミナ

ーに参加する人は結構いるんですが、やはり法人を立ち

上げていく相手がいない、相手が見つからない、そうい

った中でやはりそういった仲人役的な組織も必要じゃな

いのかな、そういった中で法人も立ち上げながら、やは

り農地の集積を図るような、また農地を引き受けてくれ

るような担い手をきちっと育てていく必要性があるんで

ないかと感じております。

ただ各種協議会なり、そういった中で行政が行ってい

ることはわかるわけですが、私としては、やはり富良野

型の農家と直接やりとりをしながら、その農家にどうい

う支援策が必要だ、かというような、部署が必要ではな

いのかなと、そういうふうに考えておりますんで、そこ

ら辺の考えはないのかどうかちょっとお伺いしたいなと

思いますが。

○議長（北猛俊君） 御答弁願います。

市長能登芳昭君。

○市長（能登芳昭君） 大橋議員の再質問にお答えをさ

していただきたいと思います。

基幹産業は本市の場合、農業であります。そういう基

幹産業を将来ともになくすわけには私はいかないと、こ

のように基本的には考えております。

そういう中で、今御質問あった問題の中でですね、私

は今、現行行なわれている組織体制がですね、現行の中

でいいのかどうか、農業委員会のですね、これは、将来

にわたっての状況づくりの中でですね、ともに連携をし

てやる状況が必要でございますけども、今後、農業委員

会の形の中では市町村のやるものを、農業委員会が、委

任を受ける、委託を…、委任を受けるとこういう法律が

恐らくできる状況が、いま予想されておりますので、そ

ういう状況になりますと、さらに、そういう対応の中で

ですね、どう連携をやっていくか、あるいは専門的な状

況づくりをですね、どうつくっていくかということは私

も同感でございますので、これらの対応につきましては、

強化を図っていかなければならないと、このように認識

をいたしているところでございます。

○議長（北猛俊君） よろしいですか。

10番大橋秀行君。

○10番（大橋秀行君） 強化していただけるっていうの

は非常にありがたいんですが、現状の中でですね、非常

にいま農業者恐らくことしの営農計画の樹立が非常に難

しい状況下に…、資材にこれだけの高騰があると、営農

計画の樹立が非常に難しい状況下にあるんではないかと、

そういった中で、やはり、そういった農業者の相談に乗

っていただけるようなサポートシステムは、早急に私は

必要ではないかと考えております。

そういった中でですね、やはり行政の力どういう形の

中で出していただけるか、ぜひ、私としては行政の力も

かしていただいて、系統と力をあわしてですね、農業者

の力になるような組織、何とか市長考えていただけない
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でしょうか。

○議長（北猛俊君） 御答弁願います。

市長能登芳昭君。

○市長（能登芳昭君） ただいま、再質問の関係でお答

えいたしますけども、現在、それぞれ作業的に耕作放棄

地の計画を立案すると、こういう状況にございます。

そういう状況を十分把握しながら、その対応というの

は早急に考えていくというのが私の基本的な考え方でご

ざいますので、それぞれ関係する機関、団体とも調整を

図りながら、進めてまいりたいと、このように考えてい

るところでございます。

○議長（北猛俊君） よろしいですか。

10番大橋秀行君。

○10番（大橋秀行君） 考えていただけるという解釈で

よろしいですか。

○議長（北猛俊君） 御答弁願います。

市長能登芳昭君。

○市長（能登芳昭君） そのような考え方でございます。

○議長（北猛俊君） よろしいですか。

10番大橋秀行君。

○10番（大橋秀行君） ぜひともよろしくお願いしたい

と思ってます。

また農業計画が策定中でございますが、中でも今後こ

ういった厳しい環境を含め、含んだ中でですね、ぜひ新

年度に向けた策定計画も策定していただきたいと、ぜひ

農業者の厳しい状況を把握した上で、進めていただけれ

ば大変ありがたいと思います。

これで私の質問は終わります。

○議長（北猛俊君） 以上で、大橋秀行君の質問は終了

いたしました。

次に、横山久仁雄君の質問を行います。

7番横山久仁雄君。

○7番（横山久仁雄君） -登壇-

私はさきに通告いたしました順に従って、質問をいたし

てまいります。

まず最初に、学童保育センターについてお伺いをいた

します。

少子高齢社会の到来、このことと同時に進行する労働

力不足、加えて、男女雇用機会均等法など、この10数年

の間に、社会の働く環境は大きく変化し、それにともな

って、夫婦共働きの家庭が増加傾向にあります。

それ以前からも、共働き家庭や、ひとり親家庭の児童

が放課後にいわゆる鍵っ子となることは、非行防止の観

点からも好ましくないことが言われ、対策が求められて

いたのであります。

今日の核家族化の一層の進行と働く女性の増加は、こ

れまで育児を初めとする家事労働全般を女性に頼ってき

た我が国の家族や社会のありようを大きく変化させてき

たのであります。

そうした社会環境の変化に対応して、本市においても、

共働き家庭や、ひとり親家庭を支援する施策としての学

童保育事業が実施されてきたところであります。今日で

は、その必要性は以前にも増して強まり、利用者は増加

しているのであります。

そうした中にあって市長は、本年度からは利用者から

の、利用料の徴収を始めたのであります。

この事業は、子供の非行防止対策のみならず、今日の

少子社会にあって、子育て支援の役割も果たしているこ

との認識もまた重要であります。

そこで市長にお伺いいたしますが、毎年の入学時期に

学童保育入所希望者の申請が行なわれておりますが、入

所要件を満たしながらも、施設整備の不足から待機とな

っている学童はいないのかお伺いをいたします。

2 点目に緑町学童保育センターについて、お伺いをい

たします。

緑町学童保育センターの守備範囲は、緑町の児童に限

らず、扇町、東町、栄町、末広町、若葉町あるいは南町

など、大変広範の児童が対象であります。

このため、開設当初から登録児童数に対して施設の面

積が非常に狭く、私は数年前にもこの問題を議会の一般

質問に取り上げ、議論をしてきたところであります。

当時の市長は、施設の狭隘に加えて、老朽化も進んで

いることから、改修も考えなければならない。改修のと

きに対策をしたい。それまでの間、南町コミュニティセ

ンターの利用も考えたいと答弁をされたのであります。

その後、本市の財政事情が厳しさを増す中で、改修計

画も延び延びになってきたのであります。

その後、法務局の出張所が閉鎖になり、これを本市が

買収し、手狭になっている緑町学童保育センターの対策

として活用するために、国との間で、買収のための協議

が行われてきたところであります。

緑町学童保育センターは、現在も50名ほどの登録学童

がいると聞いているところであります。

狭い施設の中でどのように過ごしているのか、ことに

学童保育は3年生以下の低学年が対象だということを考

え合わせると、高学年に比べて動きの激しい低学年の児

童に、遊戯場での事故が起きないのか、預けている親も

心配しているところであります。

加えて、さきにも述べてきたように、ことしからは利

用料の徴収も始まっています。安心して預けることが、

できてこその料金でなければなりません。

そこで市長にお伺いいたします。

さきにも述べたとおり、当初は同センターの改修時に

拡張も含めて対策を講ずることになっていましたが、改

修までの間は南町コミュニティセンターを一時利用する

ことになっておりました。
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その後に法務局出張所の閉鎖があり、これを学童セン

ターに利用する計画が浮上しましたが、今日、学童、コ

ミセン、法務局跡地の3施設の利用について、何がどの

ようになったのか、今後どのようにされようとしている

のか、見通しを含めて全体像を明らかにしていただきた

いと思うのであります。

次に、オーガニックアカデミーについてお伺いいたし

ます。

このことについて私は、さきの6月の第2回定例会で

もお伺いいたしましたので、引き続き6月に市長答弁さ

れた内容のその後の経過と、今後の見通しについてお伺

いするところであります。

そもそも、樹海東小学校跡地利用の業者募集に当たっ

て、このジャパンバイオファームのオーガニックアカデ

ミー構想を選択した行政目的は、西達布地区の地域振興、

経済の活性化を通して雇用の創出、ひいては本市の経済

の活性化につなげていくことを目的にしたと、市長は市

民に説明をされてきました。このことを前提にしてお伺

いするところであります。

第1点目は、事業が始まった今日、西達布地区の地域

振興につながってきているのかどうかであります。

つまり、農業者の経済性の確保が確かなものになって

いなければ、地域振興や経済の活性化につながらないの

ではないかと思うのであります。

6 月の市長答弁で、業者は、これまでも地域には3回

にわたって事業内容の説明会を開催し、地域の方々に理

解され、協力いただけることを第一に考え地域にしっか

りと根づくことを重点に取り組んでいる。そして、こう

も述べられたのであります。社員が家族とともに定住し、

地域と一体となって推進を図っているところである。と

答弁されたのであります。

この業者は、もともと農業法人でないことから、事業

体として農地を取得することはできず、有機農法に賛同、

協力してくれる本市の農業者の参加がなければ成り立た

ない事業であります。

そこでお伺いいたしますが、地域に協力を得、地域と

一体となって推進を図ってきた。

その結果、何戸の農業者が有機栽培に参画、協力され

たのか。農作物の種類は何種類なのか。

作付面積がどれだけになったのかお伺いをいたします。

また、農業は1年サイクルの産業であり、農業者の努

力は、春の種まき、植え付けに始まって、1 年かかって

ようやく収穫を得、販売された結果が所得となって初め

て実を結ぶのであります。

それまでは農業者自身も、既存の栽培法との違いは実

感できないのでありますが、収穫の秋を迎えた今日、一

部の農作物は収穫が終えたものもあります。

そこでお伺いいたしますが、有機栽培による農作物の

実績はどのように、農作物生産の実績はどのようになっ

たのか、そして、確かな地域振興につながったのか検証

するためにも、収穫された農産物の販売、加工は、どの

ようになったのかお伺いするところであります。

このことは、次年度以降も事業継続がされることを前

提として、これまで市長は何度も、長い目で育てていく

ことが大切であると述べてきたことの裏づけであります。

なぜなら何よりも農業者自身が参加、協力してよかっ

たと実感できなければ、次年度以降の事業継続に参加、

協力する農業者がなくなり、事業の継続は困難となるか

らであります。

有機栽培法によって生産された農産物の販売が困難で

あれば、農業者は所得を確保するために、これまでどお

り既存の栽培法を選択せざるを得ないからであります。

販売加工の実績は、事業初年度の重要な問題であり、

次年度も順調に参加、協力する農業者を確保する重要な

かぎであるからであります。

次に第2点目は、オーガニックアカデミーを活用した

地域再生計画の事業推進体制についてであります。

6 月の質問で私は、この事業は地域再生計画の推進で

あり、教育委員会所管だけでは不十分ではないかと指摘

をいたしましたが、それに対する市長答弁は、教育委員

会、経済部、東山支所と役割を明確にして、全庁的に…、

明確にしながら、全庁的に対応するとされたところであ

ります。

この事業の行政目的は地域振興、地域再生であり、地

域の活性化であります。ひとり業者だけの業者による、

経済活動にゆだねられるべきものではないのであります。

事業の進行管理は行政目的を達成するためにも、本市

にとっても重要なことであります。

取り組み体制はどのように具体的に強化をされたのか

お伺いいたします。

次に第3点目は、研修生の確保についてであります。

6月の時点では長期研修生は、当初計画20名に対して、

実際に応募入校された研修生は、わずかに2名という惨

たんたるものでありました。

その原因は、取り組みのおくれと答弁をされ、取り組

みがスタートしたばかり、長い目で育てなければならな

い、そして、今年度は、今後、短期研修コースの受講生

を募集することになっていると答弁されました。

短期研修生の受け入れについては当初計画では 30 名

を予定されておりましたが、現状どのようになっている

のかお伺いをいたします。

次に4点目は、今後の施設利用の見通しについてであ

ります。

以上、述べてきましたように、地域再生計画の中心に

据えた樹海東小学校の跡地及び施設利用計画は、そのス

タートから、大きなつまずきが見られるのであります。
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市長はこれまでスタートしたばかりの事業であり、長

い目で見ながら育てなければならないと述べられてきま

したが、現時点での計画の進行状況は大きな狂いが出て

いるのではないかと思うのであります。

通常どのような事業であってもスタートから事業が定

着するまでの数年の間は、事業への投資期間として収支

を少なく見積もり経営の安定を図るものであることは、

理解をするところであります。

しかしそうであっても、そのことは計画段階で折り込

み済みでなければならず、業者としての予想された投資

効果は、現状、全く得られていないのではないかと思う

のであります。

もちろん、オーガニックアカデミー事業はジャパンバ

イオファームが事業主として遂行する事業であり、事業

体としての投資効果が得られたかどうかなど、事業運営

に行政が直接関与するものではないことは当然でありま

す。

しかし、本市の施設であり、財産の、市有財産の管理

責任は当然、市長にあるわけですから、施設が行政目的

に沿って、さらに納税者が期待したとおりに適正に市有

財産の管理がなされているのかどうかは、重要なことで

あります。

そこで次年度に向けての今後の見通しを市長はどのよ

うに認識されているのかお伺いをするところであります。

第1点目は、研修生の確保について。

第2点目は、ジャパンバイオファームは、業者応募の、

業者応募の際のプレゼンテーションでアカデミー構想を

本市に提示するに当たり、プレゼンテーションでアカデ

ミー構想を本市に提示するに当たって、基礎学習を農場

で実施、実習するとなっております。実地に研修できる

ことが重要な要素であることを考えるとき、実習できる

農地の確保が大切でありますが、今後、有機栽培に協力

される農業者及び農地の確保について。

第3点目、有機栽培に協力して生産された農産物は、

農業者の1年間の農作業のすべての結晶であります。生

産された農産物の販売加工はどのような推移をたどって

いるのか、どのようになっていくのか。

この3点について、市長はどのように認識されている

のかお伺いをいたします。

以上、るる学校跡地及び施設を利用して、地域再生事

業の核となるジャパンバイオファームのオーガニックア

カデミー事業の現状と今後について質問してまいりまし

た。

先ほども申し上げましたように、学校跡地利用の直接

の責任は、言うまでもなくジャパンバイオファームであ

り、オーガニックアカデミー構想を主催する側にあるこ

とは当然であります。

しかし、公募に際して、応募された事業者の選定責任

者は市長であり、市有財産を適正に管理する責任もまた

必要であります。

加えて、選定に当たっての行政目的は、地域再生を目

指し、西達布地区の振興、本市の農業経済の活性化に資

すると、議会を初め市民に説明をされてきました。

今日の状況は、その行政目的に沿った、そして市民が

期待した行政効果が達成できるのか極めて不透明と言わ

ざるを得ません。市民は、行政目的に沿った行政効果が

得られることを期待しているのであります。

それは何よりも、地域の再生がかかっているからであ

ります。そうした意味でも、この事業に対する市長の行

政責任は重大であります。

以上、申し上げて私の1回目の質問を終わります。

○議長（北猛俊君） 御答弁を願います。

市長能登芳昭君。

○市長（能登芳昭君） -登壇-

横山議員の御質問にお答えをいたします。

1 件目の学童保育センターについて、受け入れ状況に

ついてでございますが、学童保育センターは放課後、家

庭に帰っても保護者が労働等により、昼間家庭にいない

児童の福祉の増進を図ることを目的とした施設で、対象

児童は小学校1年生から3年生までとなっております。

登録状況は、4月 1日現在、桂木児童センターは定員

45名に対し52名、緑町は定員20名に対し51名、麻町

は定員40名に対し56名、東部は定員20名に対し15名、

北の峰は定員20名に対し22名であります。

東部児童センター以外の施設は、定員を上回って登録

されている状況でございますが、登録者全員が毎日利用

する状況にはございませんので、入所要件に該当する児

童は、すべて受け入れておりますので、待機されている

児童はございません。

次に、緑町学童センターの状況でございますが、緑町

児童館の改築につきましては、市の総合計画におきまし

て、平成22年度に計画を予定していたところであります

が、財政健全化策定もとえ、財政健全化計画策定に伴い、

平成23年度以降へ延期したところでございます。

旧法務局富良野出張所跡地の活用につきましては、児

童センター施設として払い下げをしていただきたく、旭

川財務事務所及び旭川地方法務局と協議を重ねてきたと

ころでございますが、本年8月、不動産登記法の改正に

よる登記申請書の保存期間が延びたことにより、富良野

出張所の書架部材の一時保管場所として、利用すること

となったことから、協議を一時中断したい旨、通知がご

ざいました。

今後、法務局におきまして、方向性が決定した段階で、

本市に連絡があり、再度協議することとなっております。

扇山小学校区には2カ所の児童センターが必要と考え

ておりますので、今後とも払い下げの協議を進めていく
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考えでございます。

次に、旧法務局富良野出張所を取得し、施設を改修す

る際の児童厚生員の意見反映につきましては、職員の配

置、建物の構造上の問題もありますが、充分に意見を聞

き、安全な施設、利用しやすい施設づくりに努めてまい

ります。

次に、2 件目のオーガニックアカデミーについての 1

点目、有機農法による栽培、収穫、販売、加工について

でありますが、まず、初年度の取り組みといたしまして

は、オーガニックアカデミーでは、小規模な試験栽培に

協力いただける農家の皆さんの勉強会を実施し、試験栽

培圃場の土壌診断、施肥設計を行っております。

その後、試験栽培農家の皆さんが施肥設計に基づいて

試験栽培圃場に有機肥料を施し、移植、定植作業及び管

理作業を行い、収穫作業を行うことになっており、その

間、オーガニックアカデミーが圃場の監察、確認をして

いるところでございます。

本年、試験栽培を行ったのは、西達布地区の農家5戸

で、作付面積は全体で約40アール、作付作物はメロン食

用バレイショ、カボチャであります。

すでに収穫が終了したメロンの収量は約 10 アールで

約2,400キログラムであります。

取り組みの初年度でありますが、慣行農業と比較して、

玉数、大きさとも、大きな違いがなかったとお聞きして

おります。

また、今後収穫される食用バレイショや、カボチャに

ついても従来と比べて、それほど大きな収量の相違はな

いと思われるところでございます。

収穫物につきましては、作物、作付面積も少なく、収

量も少ないことから、試験栽培農家が従来どおり農協な

どへの出荷や、個人販売を行っているとお聞きしており

ます。

なお、試験栽培で収穫されました農産物につきまして

は、現在のところ加工などは行っておりません。

今後、オーガニックアカデミーを運営するジャパンバ

イオファームが、有機農業を推進していくに当たっては、

有機農業に取り組む農業者が安心して作付ができるよう、

農産物の生産のための農地の確保や、地域における栽培

技術の確立を図るとともに、販売先の確保などについて、

地域の支援農業者で組織されたふらのオーガニックアカ

デミー協議会などとともに、農業者の理解と協力を得ら

れるよう、努力してまいりたいと考えております。

また、農産加工につきましても、当初計画で計画より

遅れており、今後も時間を要することもあろうかと思い

ますが、地域の活性化と、農業の振興にとってプラスに

なる取り組みとなるように見守っていきたいと考えてお

ります。

2点目の、事業推進体制についてお答えをいたします。

オーガニックアカデミーの事業推進につきまして、東

山地域の振興や事業の円滑な推進を図るため、旧樹海東

小学校跡地利活用庁内連絡会議により取り組んでいると

ころでございます。

庁内におきましては、地域振興につきましては、総務

部、東山支所、農業、観光関係につきましては、経済部、

地域再生計画の進行管理及び施設利用につきましては、

教育委員会と、役割を明確にし、事業推進の課題等につ

いて、全庁的に協議を重ね、進めてきているところでご

ざいます。

次に、推進体制が、どう変えられたかとの御質問でご

ざいますが、全庁的な推進体制の変更はなく、ジャパン

バイオファームの担当者と市の関係部局が協議し、事業

推進に協力をしてきているところでございます。

3 点目の受講生の確保についての年度途中でも通所の

受講生を募集するとなっていましたが、当初計画どおり

の採算ベースになる確保はなされたかの御質問について

でございますが、ふらののオーガニックアカデミーのホ

ームページを7月23日に開設し、募集を実施し、9月の

短期研修、9月13日、14日の2日間には3名の研修生が

受講をいたしました。

採算につきましては、6 月議会にも御答弁しておりま

すように、オーガニックアカデミーの取り組みがスター

トしたばかりであり、実践の拠点として地域にしっかり

根づくことに重点を置きながら、運営が軌道に乗るには

時間を要すると思いますので、地域の活性化と農業の振

興のために、しばらく、見守り、育てていくことが必要

と認識をいたしているところでございます。

次に、4 点目の施設利用の今後の見通しの受講生の確

保についてでありますが、事業計画書に基づき事業推進

に取り組んでおりますが、カリキュラムの整備、講師体

制、長期研修生の宿泊施設の確保などについて課題があ

り、当初計画どおり進んでいない状況でございます。

また、実習のための圃場を確保するためには、農業生

産法人の設立に向け取り組んでおり、販売加工につきま

しては、販売を実施しておりますが、加工は取り組んで

いない状況にございます。

今後におきましても、オーガニックアカデミーの運営

と事業推進に向け、協力をしてまいりたいと考えており

ます。

以上であります。

○議長（北猛俊君） 再質問ございますか。

7番横山久仁雄君。

○7番（横山久仁雄君） まず、1件目の学童保育センタ

ーのことについてお伺いをいたします。

先ほどの答弁によりますと、私が一番問題にした緑町

の定員の場合ですね、20 名の定員に対して51 名と、ま

さに大変な状況にあるんだというふうに思います。
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これは先ほども申し上げましたように、数年前にも同

じような状況の中でですね、子供たちがトイレも思うよ

うに使えない、あるいは狭い遊戯室の中でですね、子供

たち同士がぶつかり合ってけがをするというようなこと

が本当に心配をするような状況にあったわけであります。

その当時、先ほど申し上げましたように、南コミニテ

ィーセンターの利用も考えながら、拡張に向けて、ある

いは整備を、整備の充実をしていきたいというような答

弁が、さきの市長からあったわけであります。

しかし現状ですね、当時よりももっと登録者数がふえ

て、必ずしも登録者数がそのまま毎日来るわけではあり

ませんけれども、しかし登録者数がふえてですね、もっ

と厳しい状況になっているのではないかというふうに思

うのであります。

先ほども申し上げましたように、法務局の跡地を市が

買収をしてというような話も、これまでの間、お聞きを

いたしました。

このことも期待をしてきたわけでありますけれども、

これも今の話によりますと、また、この先どうなるのか

全く不透明なのかなと、聞くところによりますと、物も

現状入っており、これを旭川に引き上げるということが

困難だというふうにも聞いております。

そうすると、これを買収するまでの間、あるいは、も

し買収ができなかったときに、次は一体どうなるのかと、

しかし子供の登録は、相変わらず20名の定員のところに

50名の登録がされていくと。

こう考えたときに、早急な対策が必要だというふうに

思うわけでありますけれども、ここのところのですね、

今後の見通しを含めてですね、確たる計画というかです

ね、考え方をお聞きをしておきたいいうふうに思います。

次にオーガニックアカデミーの…。

○議長（北猛俊君） ここで10分間休憩をいたします。

───────────────

午前11時09分 休憩

午前11時18分 開議

───────────────

○議長（北猛俊君） 休憩前に引き続き会議を開きます。

休憩前の横山久仁雄君の質問に御答弁願います。

市長能登芳昭君。

○市長（能登芳昭君） 横山議員の再質問に対しまして、

保健福祉部長の方から、お答えをさせていただきます。

○議長（北猛俊君） 続いて御答弁願います。

保健福祉部長高野知一君。

○保健福祉部長（高野知一君） 横山議員の再質問にお

答えをいたします。

1 点目は、緑町学童センターの利用状況の今後の方向

性の問題かなと思いますし、2 つ目には、法務局跡地利

用の今後の形かなと思いますので、あわせましてお答え

を申し上げたいなと思います。

緑町の学童センターの登録状況、これについては先ほ

どもありましたとおり、4月1日現在で51名の登録がさ

れていると、9月1日現在では54名で、3名ほど伸びて

いる状況にございます。

ことし4月から8月までの登録した皆さんが利用した

総数が 3,739 名、開催日が 126 日ございましたので、1

日平均約29.6 名ということで、30 名近くの利用がされ

ているということについては事実かなとこのように思い

ます。

先ほどありましたとおり、この児童館につきましては、

特に伸び率が多いのかなというふうには思っております

し、そういう意味では、今後、現状もそうですが、行事

の日程等を協議をしながら、特に必要な部分、安全面を

考えながら、いわゆるこれまでも臨時職員の配置をして

対応してきているという状況にございます。

来年度以降のこともございますけども、これまでも、

緩和策として、地域的にいけば、東町、春日、こういっ

た方々の児童の皆さん、あるいは保護者の皆さんにもで

きるだけ麻町児童館の利用をお願いするということも心

がけてきましたけども、なかなかうまくいかないという

状況でございますが、改めて21年の段階でもこういった

方向についてお願いをしながら、進んでいきたいなと、

このように思っている次第でございます。

2つ目に法務局跡地利用の問題でございます。これは、

先ほどお答えいたしましたとおり、法務局の協議につい

ては一時中断をしている状況にございます。

旭川法務局段階からも価格の、いわゆる交渉に入ると

いう状況までいってたのでありますけども、この段階で

先ほどありましたとおり、不動産登記法の改正によりま

して、富良野出張所の所をですね、どうしても使わざる

を得ないと、こういう状況になったようでございますの

で、私どもからすれば、ここの建物が、敷地面積が1,937

平米、建物が432平米ということで、位置的な関係、場

所的な関係等々も勘案しますと、どうしても必要な場所

という具合に認識をしておりますので、旭川法務局が言

っておりますとおり1年程度、中断をしたいということ

でございますので、私たちはそれを待ちながら再度、協

議を進めて取得をするような方向でぜひ進めていきたい

と、このように思っている次第でございます。

以上です。

○議長（北猛俊君） よろしいですか。

7番横山久仁雄君。

○7 番（横山久仁雄君） 先ほどというか、今の答弁で

もありましたけれども、児童のですね、保育先って言う

んですかね、行き先を分割をするというかですね、緩和

して分割をするという考え方について、理屈的な考え方

については分かりますけども、現実の問題としてはです
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ね親御さんの通勤先の問題であるとか、迎えの問題であ

るとかですね、そういった、あるいは兄弟で預かってい

る場合だとかですね、そういう問題があるから、そう簡

単にはいかないんだと思うんですよ。ですから、親御さ

んが例えばですね、麻町の近くに働いている。

あるいは自分の自宅が麻町の近くにある人であれば、

迎えの関係もあるから、麻町の方が都合がいいというこ

とがあるかもしれません。

あるいは、子供を…、兄弟でいてですね、そしてその

子供が一方が麻町で自由来館で遊んでいる。そこに弟っ

ていうかですね、子供の…、下の子が麻町で預かっても

らうと、こういう都合の良い状況があれば別ですが、あ

るいは保育所の問題もあります。

麻町の保育所がありますから、その保育所に迎えにい

ったときに、麻町にいる方が、むしろ東町の子供であっ

てもですね、あるいは緑町の子供であっても麻町の方が

同時に連れて帰ってこれるとこういうことからいってで

すね、麻町にというのであれば、分割しやすいというか

ですね、そういうことは考えられますが、単に、施設の

都合だけで、麻町にこっちにと言って分割をしても、こ

れは実際には、困難、理屈の上だけの話であって困難だ

ろうというふうに思うんですね。

そして一方…、先ほど1日平均の預かり、預かった子

供の数が29点なんぼっていう話でした。

しかし緑町の学童保育センターは、同時に自由来館者

も受け入れているというふうに聞いておりますが、そう

すると自由来館の子供っていうのは3年生以上の子供た

ちなんですね。動きが全く違うんですよ。その子供たち

も自由来館で来ると、それが一つの狭い空間の中で、一

日過ごすというかですね、親御さんが迎えに来るまでの

間過ごしているわけでありますから、そういった意味で

は先ほど言ったように、事故ということが本当に心配を

されますし、同時に、先ほども何回も申し上げますが、

今回、ことしからは料金も徴収しているわけですから、

そういった意味ではですね、これはお金はいただきます。

しかし、従来よりもあるいは従来から見ても施設的に

は、何も良くなっていないとすれば、親御さんにすれば

感情としてですね、大きな問題が残ってくるのではない

のかなと、こんなふうに思うわけであります。

そしてなお、法務局の跡地活用の問題についても、い

ま全く不透明なんですね、どんなのなのか全くわからな

いというふうに私は思うんですけれども、しかし、そこ

に一縷の期待をするのは結構ですが、しかしそれを、そ

の期待を前提にしてですね、そして、譲り受けることが

できるんではないかという前提にしてこれから事業を進

めるつもりなのかですね、もし、だめであればですね、

また新たな策を、これから検討するんですというのでな

ければですね、来年の結果でてから検討するのであれば、

また1年2年延びちゃうということになるわけでありま

すが、そういった点についてはどのようにお考えになっ

ておられるのかお伺いをしておきたいと思います。

○議長（北猛俊君） 御答弁願います。

保健福祉部長高野知一君。

○保健福祉部長（高野知一君） 横山議員の再質問にお

答えをいたします。

法務局跡地の取得の関係でございますが、これは一昨

年から協議を、この間ずっと重ねてきたわけでございま

して、そういった中では、児童センターとしての取得の

方向性については、譲渡するという方向についてもです

ね、旭川法務局段階では充分理解をしていた上での、こ

の間のずっと協議をしてきた過程がございますので、私

とすれば、取得ができるという前提でこの間もきました

し、今後も取得ができるという状況で進めていきたいな

と思ってます。

旭川法務局としてもう少し待っていただきたいと、こ

ういう判断でございますから、私どもは、期限を待った

上で最終的な判断をしていきたいと、このように思って

る次第です。

○議長（北猛俊君） よろしいですか。

7番横山久仁雄君。

○7 番（横山久仁雄君） 先ほど申し上げましたように

現状ですね、狭い中で、本当に先ほども、何度も申し上

げますが、トイレの利用もままならないような状況の中

でですね、一体、この間はどういうふうになっていくの

か、現状のまま我慢せということなのかですね、先ほど

申し上げましたように南町のコミセンの活用も含めて考

えていくと言われた。

これは必ずしも僕は、そのことが前提で言ってるんで

はないですよ。

しかしそういったことも、以前は緩和策としてはね、

考えたんですね。そういった、それまでの間、来年の春

までの間の緩和策あるいはその後もどんなんなるか現状

わからないとすればですね、そういった本当に、真剣に

ですね、危機感もって考えてもらわなければ、料金…、

先ほども言ったように料金も徴収する。

しかし、先行きはわかりません。っていうわけにはい

かないと思うんですが、このことについてはいかがです

か。

○議長（北猛俊君） 御答弁願います。

市長能登芳昭君。

○市長（能登芳昭君） 横山議員の再々質問にお答えを

さしていただきたいと思います。

ただいま保健福祉部長の方からお答えをさしていただ

きました。

私は基本的には、部長の方から御答弁さしていただい

た課題に取り組んでまいりたいと、このように思います。
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暫定的に、それじゃ今混んでいるのどうするかという

問題につきましては、それらのオーバーした人間につい

ては、児童につきましては、空いてるところに輸送体制

を決めるような方法で、臨時的にそういう運営を考えて

いかなければならないとこのように考えております。

○議長（北猛俊君） よろしいですか。

7番横山久仁雄君。

○7 番（横山久仁雄君） 輸送…、ちょっと今、全然別

な話が出てきたんで、僕もちょっと驚いているんですが、

輸送体制ということになってくると、スクールバスのよ

うなものもですね、ある意味では考えられる。

あるいはタクシーの送迎になるのか、あるいは職員の

送迎になるのかわかりませんけども、そういったことも

含めてですね、緩和策を具体的に必要であれば、考える

こともやぶさかではないという理解でよろしいのかどう

かですね。

○議長（北猛俊君） 御答弁願います。

市長能登芳昭君。

○市長（能登芳昭君） 横山議員の再々質問にお答え…、

私の答弁は、いま横山議員の御質問のとおりであります。

緩和策を考えていきたいとこういうことでございます。

○議長（北猛俊君） よろしいですか。

7番横山久仁雄君。

○7番（横山久仁雄君） どうも慣れないな。失礼。

次にですね、オーガニックアカデミーの関係について

お伺いをいたしてまいります。

まず総論としてですね、これまでもずっと言われてき

ましたけども、長い目で見て育てていきたいと、そして

それに理解をしてほしいと、こういうことであります。

私も先ほど申し上げましたように、今日言って明日で

きるというものではないというふうに、このことについ

ては充分理解をするところです。

しかし、長い目で見てというのは、一定の期間が必要

だと思うんです。いつまでたってもですね、長い目で見

てっていうわけにはいかないんだろうというふうに思う

んです。

先ほど申し上げましたように、4 月の時点でわずか 2

人しかいなくて、採算そのものがもう取れないような状

況の中でね、これは民間事業ですから、採算という問題

が出てくるわけです。いよいよ採算が取れなくなったと

きに、民間はどういうふうになるのかなという私は心配

をするんです。そうしたときに、そう長くは見ていられ

ないだろうと。

それともう一つは、見守っていきたいという言葉であ

りますけれども、見守っていくのは結構ですが、見守る

というのは、その人が一定度、自立をしていて、その行

く末をですね、見守りつつ、危なくなったときに手をか

すというのが見守るですよ。

ただ、無策っていうかですね、ただ手をこまねいて見

ているだけでは、これは見守りとは言わないだろうとい

うふうに思うんです。

ですから、そういった意味ではもっと危機感を持たな

いとですね、先ほど何回も申し上げましたように、地域

の再生がかかっている事業ですから、途中でやめたなん

てことにはならないわけですよ、行政の目的としてもで

すね。

そうすると、このことの、事業の危機感をどういうふ

うに考えていられる、おられるのかということでありま

す。

それからもう一つは、農家の方々が1年間かかって栽

培をしてきました。そして、その栽培されたものが、ど

のように販売をし、換金されて、自分の所得となってい

くのかというのは農家にとっては大変な関心時でありま

すし、自分たちの生活の分かれ道であります。

販売や加工が、どういうふうになっていくのかという

見通しがつかないままですね、本当にきちんと販売でき

るのか、あるいはその販売のために何をしてもらえるの

か、あるいは自分たちが何をしなければいけないのか、

自分が行商していくんであってはですね、農家の方々は、

それでは従来農業で生産をし、従来の販売経路を使って、

従来の販売の方法で換金をし、所得を得ていくというこ

との方が農家の皆さんにとっては、むしろそっちの方を

選択せざるを得ない。こういうことになってくるんでは

ないかというふうに思うんですね。

そうしたときに、今度は実習農場さえなくなってしま

うということから考えればですね、そこのフォローは、

今収穫したものがことし換金できなければ、来年の営農

計画立たないわけですから、そうすると、ここのところ

にですね、どういうサポートがされていくのかというこ

とをお聞きしたいんです。

そうでなければですね、本当に来年この事業、継続で

きるのかどうかという心配をするわけですが、そのこと

にについてはいかがでしょうか。

○議長（北猛俊君） 御答弁願います。

市長能登芳昭君。

○市長（能登芳昭君） 横山議員のオーガニックアカデ

ミーの関係についての再質問に経済部長の方からまずお

答えをさしていただきたいと存じます。

○議長（北猛俊君） 続けて御答弁願います。

経済部長石田博君。

○経済部長(石田博君) 横山議員の再質問にお答えさせ

ていただきたいと思います。

3 点あろうかと思いますが、まず1点目の長い目で育

てていくというこの言葉のことを先ほど市長からも答弁

させいただいてございますけど、これにつきましても、

御案内のように6月議会でも御答弁させていただいてご
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ざいますが、現在、オーガニックアカデミーといたしま

して、ジャパンバイオファームが東山地域で地域の方の

御支援、御協力をいただきながら、試行錯誤しながらも

ですね、今懸命に取り組んでいるところでもございます。

確かに、先ほどもございましたように当初の計画から

見ますと相当計画がおくれている等々のところもござい

ますが、それにつきましても懸命に努力をされて、私ど

ももそれに対して協力をしている現状から見ましてです

ね、もう少しこれ等々につきましても、長い目で見さし

ていただきまして、効果が出てくることを期待しながら

見守っていきたいというのが1点目でございます。

それから、2 点目の危機感がないんでないかというこ

とでございますが、私どもも、先ほどの御答弁にござい

ましたように推進体制につきましても 18 年に本部会議

等々も作らせていただきました。

またその後、その中で必要に応じまして教育委員会、

それから総務部、それから私どもまた必要に応じまして、

農業委員会さん等々の担当者による、担当者の連絡会議

も開催を随時さしていただきまして、オーガニックアカ

デミーの担当者、または社長が来られたときには社長さ

ん、それから地域で協力をしていただいている方とです

ね、今何が課題で、何が1番最も必要なのか等々も含め

まして、何回かですね、御協議もさしていただいてござ

いますので、私どももそういう意味ではオーガニックア

カデミーとともにですね、また地域とともにですね、こ

の事業について何とかですね、前向きに進めていきたい

ということで取り組んでおりますので、御理解を賜りた

いと思います。

それから3点目のサポート体制ということで、サポー

トがなければなかなかうまくいかないということでござ

いますが、1点目、2点目でございましたように、今オー

ガニックアカデミーの1番の課題は、やはり実習農地が

ない。

すなわち、ものを作付する農地がないということが最

大の課題ということが、この春から私どもも十分認識さ

せていただきまして、オーガニックアカデミーさんとも、

この農地の取得につきましてもですね、何回か検討もさ

せていただきました。

またこれには地域の協力の方もですね、協力いただき

まして、地域の方と、それからオーガニックアカデミー

の社員の方が、農業委員会なり、また私どもなり、また

札幌のですね、北海道農業会議までも出向きまして、こ

れらの手法について、御教授もいただいているというと

ころもございますので、その辺につきましても、今後と

もですね、今まで以上にサポート体制もとっていきたい

というふうに考えているところでございます。

以上でございます。

○議長（北猛俊君） よろしいですか。

7番横山久仁雄君。

○7 番（横山久仁雄君） 先ほど、部長言われたとおり

ですね、農家の方々は懸命に努力をしている。もちろん

なんです。ですから僕も言っているんです。

一生懸命努力しているんですよ、その、これに協力を

した、している人達にすればですね。

つまり、自分たちのしたことのない、あるいは実際に

それに踏み切るためには、新たな生産方法っていうかで

すね、栽培方法を身につけなければならない、こういう

ことで一生懸命努力をしてきているわけです。

その努力をした結晶、結果は、この秋の収穫の、収穫

されたものが、どう販売をし、換金をされていくのかと、

そして自分の所得につながっていくのかということが、

大事なんですね。

そこのところが抜けちゃうとですね、作っている方は

努力をしているんです。

問題は周りがですね、それをちゃんとサポートする努

力がされているのかということを僕は聞いてるわけで、

農家の方々が一生懸命努力をするのはもちろんなんです。

彼らにとっては生活がかかってますから、だからこそ

僕はここで今その話をしているんです。

そしてそのことが、行政としてはですね、地域の再生

につないでいくんですと、こういう目的を持ったんです

よね。そのためにやったはず、やったというか進行して

…、事業を進めてきたはずなんです。

先ほど申し上げましたように何戸の戸数、何戸の方が

この事業に参加協力をされたのかといったときに5戸で

すよ。つまり不信感を持っているんじゃないんですか。

本当にちゃんとなるんだろうかという、心配をしてるん

じゃないんですか。

だから心配はありませんよと、いうものをつくらない

と、この事業の継続ということが難しくなるよっていう

ことを僕は言いたいんですよ。

そうしたときに、この事業そのものが、立ち行かなく

なってしまわないかということなんです。

ですから、僕が言ってるのは、そうやって見守る、見

守るといいながら、実は、よちよち歩きの状況の中で事

業がおくれている、事業がおくれていると言って、よち

よち歩きの中で見守るだけでいいのかと。

そうしたときに、本当に地域再生、行政にとっては地

域再生ってことがあれですから…、目的ですから、地域

再生がなるのかどうかということだと思うんです。

ですから、そういうふうに考えたときに、サポートを

するのにも、本当にただ見守っていくだけでいいのかと、

農地の確保という問題についても、農業法人でなければ、

農地の確保できないですね、そういった問題については

どういうふうにクリアしていくのか、そういう問題も含

めてですね、このオーガニックアカデミー事業、構想が
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具体的に進行させていくためには、何をどうしていくの

かということをですね、説明をいただきたい。

そのためには市として、こういうふうにして、地域の

再生を図っていくんですっていうものがなければですね、

農家の方々は一生懸命努力をしてますけども、具体的に

は何も見えてこない。

ですから、こないだの農家の方と話しても何も具体的

に見えないんだという話をされてました。本当に具体的

に目に見えてこなければ、自分たちもやろうとしてもで

きないということなんですね。

ですから、その辺のところは農家の人達が安心して作

付できるような、あるいは来年も継続して参加協力して

いけれるようなですね、説明をお願いをしたいと思うん

です。

○議長（北猛俊君） 御答弁願います。

市長能登芳昭君。

○市長（能登芳昭君） 横山議員の再質問にお答えをさ

していただきたいと思います。

私も6月の議会に横山議員と相当長時間にわたってこ

の問題については、御答弁をさしていただいた経緯がご

ざいます。それを踏まえながら、再質問にお答えをさし

ていただきたいと存じます。

オーガニックアカデミーの、裁定をいたした状況の中

にですね、地域再生、今崩壊している西達布という位置

づけでは、私どもは見ていないわけですね。

現行の農業状態をさらに地域ともに発展をさせていく

振興策の一つとして、このように、当然受けとめて、そ

の裁定を行ったということでございます。

今お聞きしてますと、地域が崩壊して、それを、その

地域再生の柱としてやるんだという御質問のようにも聞

こえるもんですから、ここで再度ですね、私が今の状況

の中で、1歩でも2 歩でも前進する農家がですね、そう

いう状況になることが望ましいと、これが東山全体に広

がっていくことが、私は一番好ましい状況であると、こ

のように基本的な考え方を持って御答弁をさしていただ

いている。

こういうことを踏まえながら、お答えをさしていただ

きたいと思うんですけども、今現状では、先ほど経済部

長の方から、3 つについてお答えをさしていただきまし

た。

地域の状況を踏まえて、協議会というものを立ち上げ

ていただきました。協議会をつくった状況の中には、そ

れぞれ西達布の地区で将来、この農業にかける意気込み

という方もいらっしゃるわけですから、その協議会を、

どう発展をさせていくかということは、これは行政の私

は役割だと、このように認識をいたしているところでご

ざいます。

二つ目に、その施設そのものの状況がですね、今農地

を持たないで、今後どう計画をしていくかという中身に

入るわけでございますけども、私は当然6月の議会でも

御答弁さしていただきましたとおり、10月に来年度以降

の事業計画を出てくると、こういうことで双方で確認を

さしていただいておりますから、そういう状況も見なが

ら、農地の取得を、農業生産法人で取得する状況に、今

進めているというふうに聞いておりますので、それらを

含めて、来年度のですね、事業計画を10月までに出して

いただこうと、このように今考えているところでござい

ます。

それから、3つ目に、今現行の中で、それぞれ職員が2

名、家族入れて4名ぐらいが現地にいらっしゃるわけで

ございますから、その人たちが、地域に溶け込んでです

ね、それぞれ集落の一員となって、今活躍をされている

というふうに聞いておりますから、それらの状況を踏ま

えながらですね、開設して、約9カ月の期間が経たわけ

でございます。

お互いにやっぱり信頼関係をつくっていくことがです

ね、このオーガニックアカデミーが行う事業の推進に、

私はつながっていくものということですから、当然、地

域においてもですね、ただいま御質問ありましたとおり、

不信感を払拭するような状況づくりを、これはつくって

いかなければなりません。

行政においても、それらについて十分理解できるよう

な体制づくりもですね、考えていかなければならないと、

このようにも感じているところでございますので、私は

長い目で見てくれという状況で御答弁さしていただいて

おりますけども、物事というのはスタートから全部でき

上がってですね、スタートするというのは、私は少ない

んでないかと思います。

一つ、一つ積み上げていってですね、1年、1年前進し

ていくことがですね、これは地域にも根づいていく基礎

づくりにも私はなっていくんでないかと、このように考

えておりますので、御質問の趣旨をですね、十分旨とし

ながらですね、今後この事業についても、再生について

は地域にあって、どうこれから進めていくかということ

もですね、地域ともども考え合わせて検討してまいりた

いと、このように考えているところでございます。

○議長（北猛俊君） よろしいですか。

よろしいですか。

（「いいです」と呼ぶ者あり）

○議長（北猛俊君） 以上で横山久仁雄君の質問は終了

いたしました。

次に、天日公子君の質問を行います。

12番天日公子君。

○12番（天日公子君） -登壇-

さきの通告に従いまして、順次質問していきます。

富良野市の観光についてお伺いいたします。
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富良野市は今、国際観光を目指し、通年型の滞在型観

光地を推進しています。

富良野市民が、安心して暮らせるように、また、観光

客には富良野に安心して来ていただけるように、特に、

長期滞在者は市内でいろいろなことを見聞することでし

ょう、それが地域住民と、身近にかかわることになり、

一時ではありますが、観光客も、富良野市民と一緒に生

活をしているという感覚になるのではないでしょうか。

市民の生活を見てもらい、交流、かかわりがうまくい

くことが、また来ていただくことになると思います。

富良野市民として、長期に滞在する人達とは仲よくし

ていきたいし、大事にお迎えしたいのです。

そして富良野市が、活性化してほしいとの思いの中で

質問をいたします。

1 件目の質問、長期滞在型観光の推進についてお聞き

いたします。

富良野市は、観光推進計画の中で、長期滞在型観光の

推進は、移住、定住の促進につながっていくものとして

期待をしております。

平成19年度の観光について、統計では、入り込み客数、

客の総数が、206万7,283人、宿泊延べ数61万3,999人

うち外国人宿泊延べ数3万8,733人、施設数62棟で、1

日宿泊受け入れ可能数約4,000人と聞いておりますので、

年間受け入れ数146万人の受け入れが可能であります。

これらのことから計算してみますと、稼働率 42％、1

日宿泊数1,682人、うち外国人106人、6.3％となります。

富良野では実質人口は減少していますが、毎日、1,682

人の人口がふえていると考えることができます。

観光客に来ていただくには、客のニーズに対応してい

かなければなりません。

富良野市の現在の長期滞在観光は、統計から見ると、

日本人は一泊で、連泊するのは外人が多く、特に、オー

ストラリア人は1週間と長く滞在しております。

今はまだ、外国人観光客は全体の6.3％ぐらいですが、

外国人の長期滞在が見られるようになってきております

ので、これからは、長期滞在に対応した宿泊施設の整備

を行うことが必要となってきています。

そしてこのようなことから、観光客に長期宿泊しても

らうことは、今後の富良野にとって大事なことと考えま

す。

その中で1点目、長期滞在者の受け入れ施設について、

一つ長期滞在者の受け入れ施設としての現状はどのよう

になっているのでしょうか。

一つ、観光振興計画で記載している長期滞在に対応し

た宿泊施設の整備を行うについて、具体的な考えはどの

ようなものか、お聞きいたします。

2 件目の質問、コンドミニアムについて、新しい形態

の建物を受け入れるに当たって、市民としての不安や疑

問などがありますので、市として、これからどのような

対応を考えているのかお聞きいたします。

先日、富良野に最初の外国人向け高級コンドミニアム

建設と聞きました。新聞を取り寄せ、読みますと、ニセ

コのオーストラリア系不動産業者富良野市で高級コンド

ミニアム開発に乗り出す。2009年冬にも富良野スキー場

の近接地に、全17戸のマンション型コンドミニアムを建

設する。同社は、倶知安町内にコンドミニアム36棟を開

設しており、町外への進出は初めて、富良野の物件は、1

戸の広さが 58 から 133 平方メートルで、価格は 4,000

万から1億2,500万円、購入価格に対し毎年4から5％

前後の配当が見込めるとしている。

富良野はニセコブームの余波で、外国からのスキー客

が急増中、外国人延べ宿泊数は 2007 年度で 3 万 8,000

人と2年で倍以上にふえたが、主な受け入れ施設は、一

流のホテルや、いや一般のホテルや、旅館しかない。高

級コンドミニアムの整備で富裕層のニーズを取り込める

と判断した。で、既にオーストラリア人向けのPRを始め

ており、17 戸のうち12 戸に予約が入っているという、

今後も富良野スキー場近辺での物件開発を続ける意向だ

と載っておりました。

ニセコでのコンドミニアムがどのようなものであるか

を調べてみますと、通常の分譲住宅と違い、購入者自身

の利用を年間、2、3週間程度に限って、残りの期間を旅

行者向け有料宿泊施設として活用する。購入者は宿泊料

から毎年配当を受け取る仕組みで、海外富裕層の間では、

投資対象としても人気があるということです。

投資物件というと、つい最近まで問題となっていた占

冠のホテルのことを思い、何か重なるようで不安を感じ

るのです。

投資には利点も問題もあり、当面…、直面していない

問題に対しては、答えにくいかもしれませんが、市民と

しては、不安な気持ちにもなり、想定される問題につい

ては、前もって対策はとるべきではないでしょうか。

1 点目、コンドミニアム建設について。一つ、何か今

までの富良野にはなかった仕組みの建物であり、市民と

してどのように理解して受け入れていいのか不安もあり、

よくわからない。富良野市としては、コンドミニアムを

どのようなものと認識しているのか。

一つ、どのようなスタンスで外国人投資について考え

ているのか。また、今後の外国人投資についてはどのよ

うに考えていくのか。

一つ、予想される市民、事業者への影響と対策はどの

ようになるのか。

2 点目、景観、環境からの対応について。富良野市で

は昨年、富良野市特別用途区域内における建物、建築物

の制限に関する条例、富良野市特定用途制限地域におけ

る建物、建設物などの制限に関する条例の制定がありま
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した。その中で説明では、乱開発の抑制、市街地拡大の

抑制に向けてでありました。

富良野市に観光客が来る目的は、第一にすばらしい自

然景観と、環境に優しいまちにあこがれてきていると思

います。富良野の景観は今ある建物も含めて存在してい

ます。

特に、住宅地域での新しい建物の建設は、周りの景観

にマッチしたものにしていくことが、多くの観光客を呼

び込むことにつながり、それがまちの活性化と潤うこと

になるのではないでしょうか。

観光振興計画の中には、長期滞在に対応した宿泊施設

の整備を行うとともに、富良野市都市計画との連携によ

り景観に配慮した宿泊環境を整備するとあります。

一つ、コンドミニアムを受け入れるための建物の基準

はどのように考えているのか。振興計画で、景観に配慮

した宿泊整備をうたっているが、受け入れるときの基準

は何か。

一つ、建物を含めた自然景観を守るために、色、デザ

インなどの新しいルールづくりを行う考えはないのか。

3 点目、税金について。私たちは、土地、建物を持つ

と固定資産税、その他税金を払いますが、コンドミニア

ム購入者には、税金は、しっかりと問題なく納めていた

だけるよう望んでおります。

一つ、コンドミニアムの場合、どのように課税され、

どのような税金が入るのか。

一つ、外国人が持ち主の場合、物件の転売により所有

者が変わり、徴収が困難になるようなケースも考えられ

る、その対応は。

以上、1回目の質問は終わります。

○議長（北猛俊君） ここで午後1時まで休憩いたしま

す。

───────────────

午前11時59分 休憩

午後 １時00分 開議

───────────────

○議長（北猛俊君） 午前中に引き続き会議を開きます。

午前中の天日公子君の質問に御答弁願います。

市長能登芳昭君。

○市長（能登芳昭君） -登壇-

天日議員の御質問にお答えいたします。

1 件目の長期滞在型観光の推進についての、長期滞在

者の受け入れ施設についてでありますが、本年5月に策

定いたしました富良野市観光振興計画において、延べ宿

泊数の目標を、平成29 年度、70 万人に設定いたしたと

ころでございます。

宿泊施設の現状につきましては、市内には、富良野地

区、麓郷、布礼別地区、山部地区、東山地区、合わせて

宿泊施設は70件となっており、旅館業法での分類では、

ホテル12件、旅館5件、ペンション、民宿、コテージ等

の簡易宿所は53件であり、収容人数は約4,400人となっ

ているところでございます。

長期滞在者に対応した宿泊施設の整備につきましては、

長期滞在者が求める宿泊の形態は、朝夕2食付きの一般

的なセット化された宿泊のみではなく、朝食付きや宿泊

のみの簡易な宿泊、家族や友人などと長期滞在する自炊

型のコテージやマンション型の宿泊施設など、宿泊に対

するニーズは多様なものがあります。

市内には存在する宿泊施設には、これらの形態に広く

わたっていることから、長期滞在者の受け入れは可能な

ものと考えているところでございますが、今後、さらに

寝具の大型化やインターネット、衛星放送受信の環境整

備など、より一層の受け入れサービスの向上が必要であ

ると、認識をいたしているところでございます。

次に、2件目のコンドミニアムについての1点目、コ

ンドミニアム建設についてでありますが、コンドミニア

ムの形態は、賃貸型のリゾートマンションや貸別荘タイ

プがほとんどであると認識をいたしているところでござ

います。

一般的にホテルのような、レストランやルームサービ

ス、ベルボーイ等のサービスが充実していないことが多

く、利用形態、自分で食事をつくったり、ゆっくり時間

を過ごす利用形態が多いものと認識をしております。

今後、コンドミニアムの建設により、外国人による投

資が予想されるところでありますが、市内に投資がなさ

れることは、地域経済の活性化が図られるものと考えて

おります。

コンドミニアム建設による周辺住民や、宿泊関連事業

者へ等の影響ですが、滞在する方は周辺住民が普段守っ

ていただいている地域コミニュティのルールの遵守が必

要であり、設置者への指導も行ってまいります。

また、関連事業者へ等の影響につきましては、建物の

建設や維持管理等による地域への事業効果や、雇用が期

待され、さらにコンドミニアムとホテルや、旅館業等の

利用方法や、利用者は異なるものと思われますので、宿

泊についてのすみ分けがなされるものと考えているとこ

ろでございます。

2点目の景観、環境からの対応についてでありますが、

コンドミニアムを受け入れるための基準で、コンドミニ

アムは、建築基準法等での用途としての用語の定めがな

く、現行制度では利用管理形態により共同住宅、または

ホテル、旅館の用途として取り扱われていることとなり

ます。

コンドミニアムの建設が想定される地域といたしまし

ては、北の峰、御料地域が考えられますが、北の峰地域

では用途地域の指定により規制をし、御料地区について

も平成5年に都市計画区域に編入し、建物規制に関して
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一定の規制をかけてまいりました。

さらに御料地区などの都市計画区域の白地地域に対し

ましては、市街地の無秩序な雄大を未然に…、拡大を未

然に防止する必要性から、富良野市特定用途制限地域に

おける建築物等の制限に関する条例を昨年制定し、特定

の用途の建築を制限するための市独自の規制として、本

年5月に施行したところでございます。

また景観への配慮の観点から、国におきましては、都

市、農村、漁村等における良好な景観の形成を促進する

ため、平成16年6月に景観法が制定されました。

これを受け、北海道におきましても、同法に基づき、

北海道景観条例を本年4月に施行し、景観行政団体であ

る市町村を除く、北海道全域を対象に、良好な経験を、

景観を形成するために、必要な事項を定める北海道景観

計画が本年6月に策定されたところでございます。

この景観計画におきましては、届出対象行為、対象行

為ごとの景観形成のための配慮事項と勧告、協議基準及

び命令基準が定められ、北海道景観条例に基づき行為の

届出等が行われた場合には、市町村長の意見を聴取した

上で、勧告や変更命令等の必要な措置ができることとさ

れ、平成21年4月より適用されることとなっております。

また、本市の独自の取り組みとして、平成2年に制定

した富良野らしさの自然環境を守る条例におきましては、

事業等による環境の悪化や、自然環境に悪影響を及ぼす

おそれのある行為に伴う紛争を未然に防止するために、

特定の事業の実施に当たりましては、事前協議を行うこ

ととしております。

コンドミニアムの受け入れに当たっては、これらの法

律や条例に基づき立地を規制し、調整を進めていくこと

となります。

次に、建築物などの色やデザインに対するルールの策

定と規制についてでありますが、景観法に基づき、北海

道が景観行政団体として景観計画を策定しましたが、同

法では、市町村が都道府県との協議の上、景観行政団体

となり、景観計画を策定し、行為の規制等を行うことが

できることとされており、既に一部の市町村におきまし

ては、景観行政団体となったところでございます。

また、富良野らしさの自然環境を守る条例では、第 6

条に景観保護地区を指定することができるとした条項が

定められております。

しかし、色やデザインなど景観形成のための、具体的

な基準を定めるには、個人や団体、企業の価値感や嗜好

が多岐多様にわたる中で、景観に対し、概念的には共通

認識にたったとしても、具体的に基準として成文化する

際には、お互いの相違や利害も生じ、市民合意の上で、

統一的に規制をかけることは、極めて難しいものと認識

をいたしているところでございます。

このため、景観形成や保全に当たりましては、現行制

度の中で、景観への配慮を事業者と協議を行いながら進

めてまいりたいと考えておるところでございます。

次に、3 点目の税金についてでありますが、市税とし

ての内容は、固定資産税及び都市計画税が課税されます。

固定資産税は、毎年1月1日に土地、家屋、償却資産

を所有している人が、その固定資産の価格をもとに算定

された税額を納める税金であります。

また、都市計画税は、都市計画法による都市計画区域

のうち、用途地域内に所在する土地または家屋を所有し

ている人が納める税金であります。

物件の転売等により所有者が変わる場合につきまして

は、固定資産税の賦課期日が毎年1月1日となっており、

その時点での登記簿等に登記されている所有者に課税と

なりますので、困難はないものと考えているところであ

ります。

次に、滞納の場合の徴収対応につきましては、納税者

が納期限までに納税しないときは、まず納期限後20日以

内に督促状を送達して、納税の催告を行います。

督促状を送達してから 11 日経過しても納税されない

場合には、納税交渉や財産調査を行い、納税者の納税意

思や実情を判断して、財産を差し押さえ、それを、換価、

公売する等の方法により、対応をしてまいりたいと考え

ているところでございます。

以上であります。

○議長（北猛俊君） 再質問ございますか。

12番天日公子君。

○12番（天日公子君） 観光振興計画で、長期滞在に対

応した宿泊施設の整備を行うということで、今、お答え

いただきました。

その中身は、寝具の大型化やインターネット、衛星放

送受信の環境整備などということで言われておりますが、

そのほかに考えていることはないでしょうか。

○議長（北猛俊君） 御答弁願います。

市長能登芳昭君。

○市長（能登芳昭君） 天日議員の再質問に対しまして、

経済部長の方からお答えをさしていただきます。

○議長（北猛俊君） 続けて御答弁願います。

経済部長石田博君。

○経済部長(石田博君) 天日議員の、再質問にお答えさ

せていただきます。

観光振興計画で、記載させていただきました、長期滞

在に対応した宿泊施設の整備を行うということについて、

先ほど市長の方から御答弁させていただきました。

そのほかにないかということでございますが、これに

つきましても、現在も長期滞納者または外国の方から、

宿泊された方にアンケート及び要望等々を聞いた段階で、

まず一番大きかったのが寝具を大型化していただきたい

というのが一点。
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それから2点目は、インターネットをぜひ完備してイ

ンターネットを見れるようにしていただきたい。

それから同じく3点目といたしまして、衛生放送を受

信施設を完備して衛生放送を見たいという要望が3点目。

それから4点目につきましては、シャワールーム等々

を積極的に設置していただきたいというのが4点目。

それから、これはもうほとんどございませんが、一部

にトイレの洋式化等々に対応していただきたい。

それから6点目といたしまして、ぜひ外国語新聞、特

に英語かと思いますが、外国語新聞を配置をしていただ

きたい。

それから最後になりますが、7 点目といたしまして、

できれば、その宿泊施設等々に、外国語が話せれる人材

を対応していただけば、なおありがたい。といった以上

7 点が、現在いろんなアンケート等々からの要望で多い

点でございます。

以上でございます。

○議長（北猛俊君） よろしいですか。

12番天日公子君。

○12番（天日公子君） 具体的にお話聞いていたんです

が、今この事業ですね、事業者がするのか、それとも市

がやっていくのか、そこのところもう一度お聞きいたし

ます。

○議長（北猛俊君） 御答弁願います。

経済部長石田博君。

○経済部長(石田博君) 天日議員の再質問にお答えさせ

ていただきます。

今申し上げた等々につきましてはもちろん、それぞれ

の宿泊施設の事業者が対応していただくというふうに考

えてございます。

以上でございます。

○議長（北猛俊君） よろしいですか。

12番天日公子君。

○12番（天日公子君） このような対応をするには、相

当な事業者の負担があるというふうに考えるんですが、

この点についてはいかがでしょうか。

○議長（北猛俊君） 御答弁願います。

経済部長石田博君。

○経済部長(石田博君) いまの対応等につきましてはも

ちろん費用負担等々、またほかの面もいろいろ負担等々

もあろうかと思いますが、それにつきましては、基本的

には原則といたしまして、先ほど申し上げました事業者

の負担ということになろうかと思います。

以上でございます。

○議長（北猛俊君） よろしいですか。

12番天日公子君。

○12番（天日公子君） すると市は何をするんでしょう

か。

○議長（北猛俊君） 御答弁願います。

経済部長石田博君。

○経済部長(石田博君) 市の対応でございますけど、今

申し上げました等々につきましてはあくまで事業者の行

為といいますか、それに対するものでございますので、

基本的には今申し上げました事業者の負担となろうかと

思います。

市につきましては、トータル的に推進計画の推進です

とか、または観光協会等々、手続等、手を携えて行って

いくということについて、市の責務というふうな役割を

お互いに分担しながら進めていくことが必要かと思いま

す。

以上でございます。

○議長（北猛俊君） 御答弁願います。もとえ…、よろ

しいですか。

12番天日公子君。

○12番（天日公子君） よく分からないんですが、よく

分からないんでもう一度ですね、噛み砕いて御説明して

いただければと思います。していただきたいと思います。

○議長（北猛俊君） 御答弁願います。

経済部長石田博君。

○経済部長(石田博君) 天日議員の再質問にお答えさせ

ていただきます。

先ほども市長からもございましたように、現在、富良

野市には70件の宿泊施設がございます。

その70件の宿泊能力は、約4,400人ということになっ

てございます。

今後、当然先ほどにもありましたように、滞在者また

は宿泊者、または延べ宿泊人数がふえているというよう

な状況もございますので、基本的にはまず1点、現在ご

ざいます、4,400 のベットでできるだけこれらが時期的

にも分散することが望ましいわけですが、まずそれらの

ものは、現在のキャパの中で宿泊をしていただくという

のがこれ1点でございます。

それからもう1点は、さらに加えて、それらの宿泊し

ていただく中でのソフト…、ソフト面ということで先ほ

ど7点申し上げましたが、これらが、ぜひ充実すること

がより長期滞在に対応していく上では必要でなかろうか

ということで申し上げたところでございます。

以上でございます。

○議長（北猛俊君） 暫時休憩いたします。

───────────────

午後 １時18分 休憩

午後 １時21分 開議

───────────────

○議長（北猛俊君） 休憩前に引き続き会議を開きます。

休憩前の答弁に追加答弁を願います。

経済部長石田博君。
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○経済部長(石田博君) 天日議員の再質問にお答えさせ

ていただきますが、市が宿泊施設等々を建設を行って整

備を推進していくということではございませんので、市

は、たとえば人材の育成、特に外国語等々に対応する人

材の育成ですとか、または、運営等々の制度資金の導入

ですとか、または広く先ほど申し上げました、宿泊客に

対してのアンケート等々の調査においた結果の情報等々

を積極的に提供してまいりたいと、こういう意味での市

の役割分担ということで考えてございます。

以上でございます。

○議長（北猛俊君） よろしいですか。

12番天日公子君。

○12番（天日公子君） 若干、先ほどと変わったなと思

われるのは、外国語を使えるように人材育成をしていく

ということは行政で何らかの形で、やっていくというこ

とでとらえてよろしいでしょうか。

○議長（北猛俊君） 御答弁願います。

経済部長石田博君。

○経済部長(石田博君) 天日議員の再質問にお答えさし

ていただきますが、先ほど一つの例といたしまして、7

点で申し上げましたところで、その最後に外国語が…、

語が話せる人材の雇用ということで、これは、そういう

意味では、事業主が外国語を話せる人を雇用するという

のが雇用主の一つの立場。

それから、今申し上げましたのは、市の責務といたし

まして、例えば責務の一つといたしまして、外国語を話

せる人の研修会等々の開催をするのも、市の責務でなか

ろうかという意味で申し上げたところでございます。

以上でございます。

○議長（北猛俊君） よろしいですか。

12番天日公子君。

○12番（天日公子君） もう一度確認いたします。

事業者は、外国語を使える人を雇う方向性を持つ、あ

とそれから行政は、外国語を使える人を養成していくと

いうふうに理解してよろしいでしょうか。ちょっと違い

ますか。

○議長（北猛俊君） 御答弁願います。

経済部長石田博君。

○経済部長(石田博君) 天日議員の再質問にお答えさせ

ていただきますが、アンケート等々、または要望等々の

中で、宿泊施設で外国語を喋れる方がいると非常に助か

るという要望も非常に強いわけですので、事業主といた

しましては、例えば、フロントに外国語の話せる方を雇

用すべきであろうし、またはそのためには市の責務とい

たしましては、研修会等々通じまして、外国語を話せる

人の養成をすべきだと、こういう意味で答えさせていた

だいてます。

以上でございます。

○議長（北猛俊君） よろしいですか。

12番天日公子君。

○12番（天日公子君） ちょっと、もう一度詳しく聞き

たいんですが、インターネットありますよね。これ各室

で入れていくように将来的には考えているということな

んでしょうか。それとも具体的にホテルに1台ずつ今は

大体ありますよね。

それで、そんなような、ちょっとそこだけお聞きした

いんですが。

○議長（北猛俊君） 御答弁願います。

経済部長石田博君。

○経済部長(石田博君) 天日議員の再質問にお答えさせ

ていただきますが、インターネットの設置ということで

ございますが、これつきましては、そこの事業所といい

ますか、宿泊施設につきまして、一つに1、2台、一つの

施設に1、2台のところもあれば、または、それより完備

するというところにつきましては、1室に 1台ずつ完備

するというような状態も出てこようかと思います。

以上でございます。

○議長（北猛俊君） よろしいですか。

12番天日公子君。

○12番（天日公子君） 要するに事業者任せということ

で理解していいっていうことですね。はい。

続きまして、コンドミニアムの対するイメージとして

ですね、どのように考えているかということで、ちょっ

と市長の御答弁の中から想定されるのは、宿泊…、要す

るに旅館やホテルと違うものと思われるということです

ので、要するに、思われるということについて言われて

ますので、住宅というような位置づけで、考えてもいい

んでしょうか。よろしいんでしょうか。

○議長（北猛俊君） 御答弁願います。

市長能登芳昭君。

○市長（能登芳昭君） 天日議員の再質問にお答えいた

しますけども、先ほどお答えしました中では、コンドミ

ニアムの形態が賃貸型のリゾートマンション、それから

貸し別荘タイプ、これが、ほとんどこういう状況のもの

だというふうに認識をいたしているところでございます。

○議長（北猛俊君） よろしいですか。

12番天日公子君。

○12番（天日公子君） そうすると、ホテルや旅館とは

違って、マンションとか住宅というふうに考えてよろし

んでしょうか。ちょっと分からない。

○議長（北猛俊君） 暫時休憩いたします。

───────────────

午後 １時27分 休憩

午後 １時30分 開議

───────────────

○議長（北猛俊君） 休憩前に引き続き会議を開きます。
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休憩前の天日公子君の質問に補足で質問を願います。

12番天日公子君。

○12番（天日公子君） もう一度質問させていただきま

す。

コンドミニアムはホテルや旅館とは違うということで

よろしいでしょうか。

○議長（北猛俊君） 御答弁願います。

市長能登芳昭君。

○市長（能登芳昭君） 認識としてはそのとおりだと思

います。

○議長（北猛俊君） よろしいですか。

12番天日公子君。

○12番（天日公子君） はい、了解いたしました。

それからですね、周辺住民や関連事業者などへ及ぼす

影響は市はどう考えて、どう対策を講ずるかっていうこ

とでちょっと御質問しましたが、質問させていただきま

したが、コンドミニアム建設においてはですね、ニセコ

町で既存の旅館もですね、ちょっとなくなったという情

報も聞いております。

それで、私、先ほど経済部長は既存の旅館を大いに活

用していく、それを発展させていくっていう話を聞いた

わけなんですが、既存の旅館が、既存旅館、ホテルがで

すね、なくならないように対策をとっていただきたいと

思っているわけなんですが、何かその点についてお考え

はありますでしょうか。

○議長（北猛俊君） 御答弁願います。

市長能登芳昭君。

○市長（能登芳昭君） 天日議員の御質問、再質問にお

答えをさしていただきます。

コンドミニアムができた。あるいは既存のホテル、旅

館が、本市の場合少し古くなってきたところがございま

す。

そういう状況の中で、経営を今の現代風なホテルに、

例えば建てかえたいと、こういう希望を持ってる方も現

実的にいらっしゃいます。

あるいはまた、30数年やって状況を見て、やめたいと、

そういう方も中にはいるというふうに聞いております。

今の状況で、先ほど経済部長が御答弁さしていただき

ました中でですね、現行の中での富良野の状況からいき

ますと、4,400人という1日の収容能力から考えますと、

将来展望を考えた場合ですね、これからどんどん、どん

どん、ふやしていくというような状況には私はならない

んでないかというのが一つと。

もう一つは、やはり富良野のこの景観、それから景色

のいやしでお客さんが来てくれることを考えますと、そ

れらをやはり十分考慮した中で、判断をしていかなけれ

ばならないと、こういう観点の見方もございます。

そうしますと、今現在、前段で触れました既存のホテ

ル、旅館についての状況でございますけども、それらを

売却して新たにそこへ建てるのか、あるいは、それを購

入して改築してやるのか。

これは、それぞれ事業者の判断でやっていかなければ

なりませんけども、私はやはり、これからの状況から言

いますと、先ほどニセコのお話ございましたけど、ニセ

コの主な要因といたしましては、後継者不足、それから、

老朽化と、こういうことで廃業をされたというふうに仄

聞をしている状況でございますので、本市についてもそ

ういう状況が類似している状況もございますけど、それ

らを十分把握しながらですね、行政で判断をしていかな

ければならないのかなと、こういうのが現況の考え方で

ございます。

○議長（北猛俊君） よろしいですか。

12番天日公子君。

○12番（天日公子君） それでは、2点目のコンドミニ

アムについてですね、コンドミニアムの建設が予定され

る、想定される地域として、北の峰、御料地域というこ

とで、今回お答えいただきました。

それでですね、平成10年4月に北の峰シンボルロード

町並み形成委員会というのがつくられております。この

委員会とのかかわりですね、現在どうなっているのか教

えていただきたいんですが。

○議長（北猛俊君） 御答弁願います。

暫時休憩いたします。

───────────────

午後 １時35分 休憩

午後 １時38分 開議

───────────────

○議長（北猛俊君） 休憩前に引き続き会議を開きます。

休憩前の天日公子君の質問に御答弁願います。

市長能登芳昭君。

○市長（能登芳昭君） 天日議員の再質問にお答えをさ

していただきます。

天日議員の方からシンボルロードの対策会議というの

が平成10年にできていると、これとコンドミニアムの関

係というお話に理解をしたわけでございますけども、こ

の会議とコンドミニアムについては、関係ないと、この

ようにお答えをさしていただきたいと存じます。

○議長（北猛俊君） よろしいですか。

12番天日公子君。

○12番（天日公子君） 税金についてお聞きいたします。

物件の転売による所有者が変わって、徴収が困難にな

るようなケースが考えられるっていうことで、質問させ

ていただきました。

それで困難はないものと考えているところです。とい

うことで答弁いただいたわけなんですが、もしですね、

ちょっと思うには外国人の場合ですね、徴収の滞納あっ
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た場合、徴収するに当たって督促状を、納付期限を 20

日以内に督促状を送って、そして納付の勧告をして、督

促状を送達してから 11 日経過しても納税されない場合

には、納税交渉や財産調査を行い、納税者の納税意識や

実情を判断して財産を差し押さえ、それを換金公売する

などの方法により対応してまいりますということであっ

たんですが、これについても外国人も同じということで

よろしいでしょうか。

○議長（北猛俊君） 御答弁願います。

市長能登芳昭君。

○市長（能登芳昭君） ただいまの税金の問題の再質問

につきましては、副市長の方からお答えをさしていただ

きます。

○議長（北猛俊君） 続けて御答弁願います。

副市長石井隆君。

○副市長（石井隆君） お答えを申し上げます。

いま議員がお聞きになったのは、外国人の税金の徴収

の流れということでお聞きになったのかなというふうに

思います。

このコンドミニアムが例えば建てられまして、外国人

が所有してた場合、その他も含みますけれども、地方税

法では、固定資産税の納税管理人というのを定めなけれ

ばならないというふうになってございます。その地域に

ですね、住んでおられる方を納税の管理人と定めること

になってございますが、また、その納税管理人を定めら

れない場合、それも市長の許可が必要になりますけれど

も、市長に申し出て管理人でない方が納める方法もある

というふうになってございます。

いずれにいたしましても、納税管理人に申告は必ず提

出する必要がありますので、それに従って払っていただ

く形になります。

ちなみに現在、富良野に外国人の方が持っておられる

建物、御料だとか北の峰にちょっとありますが、3 件ほ

どございますが、これについては、外国人の方が持って

おられますけれども、司法書士の方が納税管理人になっ

たりされておりますので、その方たちから徴収をしてい

るという実態がございまして、未納は現在ございません。

ちなみに、先ほどから、ちょっとニセコって話されて

ますけど、ニセコ町ではなくて倶知安町の方に、その宿

泊施設等があるというふうにお聞きしてございます。

こちらの方でも、同じような形をとってございますが、

御心配になっているのは、転売が随分されるということ

を心配されてるのかなというふうに思いますが、転売さ

れていても追跡調査等が行われて、外国へ直接送ってい

る納付書を送っている例もあるというふうにお聞きして

おります。現在、99.4％の収納率というふうにお聞きし

ております。

日本の方でも納めてない方おられますけど、同じよう

な状況になって徴収の仕方は同じ徴収の仕方になろうと

いうことでございます。

以上でございます。

○議長（北猛俊君） よろしいですか。

（「はい」と呼ぶ者あり）

○議長（北猛俊君） 以上で天日公子君の質問は終了い

たしました。

次に、宮田均君の質問を行います。

2番宮田均君。

○2番（宮田均君） -登壇-

通告に従いまして、順次、質問させていただきます。

1 点目は、中心市街地の活性化について質問させてい

だきます。

駅前再開発事業も、今後の77ヘクタール全体での中で

の開発として進んでいくことと思いますが、開発の問題

点は残り、しっかりと検証しながら77ヘクタールの活性

化に向けた、取り組みが必要と感じるところです。

駅前駐停車場がわかりにくく、使いにくい、現実に、

朝日通のカーブに停車してる車が多い。朝日通横断歩道

の設置問題。お年寄りなどほとんどの人が、ふらのバス

前からあの危ないカーブになったところを渡っている。

駐車場、公衆トイレが少ない。特に、ふらっと利用者

の駐車場は少ない。

空き地対策、今後のトライアル店舗の考え方、送迎、

駅への送迎場所が少ない。緑化対策がもっととられるべ

きだ。

このような検証がされる、まだ解決してない問題かと

思いますが、今回のここ、この77ヘクタールにおける、

私、駐車場とトイレについてに関して質問をしてまいり

たいと思います。

協会病院が移転となった影響、バス路線の減少など、

そして、10年後には約240億かけて、出来そうな富良野

道路の影響。

今後の市街地への流入人口をどうしていくのか。

市民は、私は、道の駅的なもの、呼び水的に必要と考

えている人が多いと聞きますが、3 点について質問させ

ていただきたいと思います。

1点目、トイレ、駐車場の77ヘクタール内の現況のと

らえ方、市はどのように考えているのか。また、現在策

定中の新基本計画の中には、その点どのように盛り込ま

れているのか。

2 点目、今後のこの問題に対する、考え方と方向性に

ついてお伺いいたします。

3 点目は、市と民間活力導入、新基本計画における共

同方策とは、そして、今後のこの民間と市との役割分担

について、お伺いしていきたいと思います。

続いて市道の管理について、2 点質問させていただき

ます。
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市道に隣接する農地など、立木などの処理について質

問させていただきます。

市道と隣接する農地所有者は、市有地に生えている木

については、市の考えでは農作物に影響がある場合は、

農地所有者の判断で伐採してもいいということをお聞き

しましたが、市の現況のとらえ方と今後のあり方をどの

ようにお考えなのか、質問させていただきます。

2 点目、市道清水山線について2点質問させていただ

きます。

1 点目、落石のために、一時閉鎖、通行止めとなって

いる、市道清水山線の開通への現況と、今後の取り組み

について。

2 点目、開通時期について、いつ開通になる予定なの

か質問さしていただきます。

続いて、商工振興について、質問させていただきます。

物産センターについて質問させていただきます。

現在、商工会議所1階にある市の施設の指定管理者と

して運営されていますが、市内、あるいは沿線業者の商

品の販売と商品紹介などを行い、商工振興、本市地場産

品の販路拡大、観光振興の立場からも、市民の贈答品の

地元産品利用の場として、観光客の立ち寄り場としてな

くてはならない存在になっていると思いますが、施設の

現状的には、駐車場も足りない。場所もわかりにくい。

今年度などは、駅前インフォメーションに行きにくく

なったために、観光案内も例年の倍ぐらいになっている

とお聞きしますが、物産センターの現状を市はどのよう

にとらえているのか、分析と、今後の考え方について質

問させていだきます。

続いて、教育行政について大きく2点質問さしていた

だきます。

1 点目は、アイヌ文化の教育について質問させていた

だきます。

北海道は、本州から移入前は、2,000年、3,000年続い

ていた自然と共生して生活できた先住民族、アイヌの

方々がいました。

いま、環境問題に直面する地球人にとって、この北海

道に住む私たちにとっても身近な環境問題に取り組むに

も、そしてアイヌの方々が自然と共生してきた技を学ぶ

ことが、北海道のこれからの新しい文化づくりへの方向

だと思います。

言葉、生活様式、歴史など文化を知ることは、北海道

のこれからの独自性となっていくのではないでしょうか。

現在、富良野における学校教育、社会教育におけるア

イヌ教育の現状について、お伺いいたします。

2 点目は、今後、アイヌ教育をどのように推し進めて

いくのかお伺いいたします。

大きく2点目は、次、生涯学習センターについてお伺

いいたします。

生涯学習センターでは、現在、地域と連携した中での

イベントが行われ、地区活性化に向け大きな役割を果た

しており、生涯学習においても、東大演習林など連携し

た官民一体の取り組みが評価されるところでございます。

現在、行われているイベント、クリエーターズマーケ

ット、文化祭、文化祭の中での菊花展、ゆきんこ祭り、

博物館の特別展など、やっていると思いますが、現況と

今後の取り組みについて、お伺いして、1 回目の質問と

させていただきます。

○議長（北猛俊君） 御答弁願います。

市長能登芳昭君。

○市長（能登芳昭君） -登壇-

宮田議員の御質問にお答えをいたします。

1 件目の中心市街地活性化基本計画についてでありま

す。

初めに、トイレ、駐車場の現状と計画における配置に

ついてでありますが、公衆トイレにつきましては、中心

街活性化センターふらっと、富良野駅前北公園、JR富良

野駅、民間施設のふらの広場の4カ所が配置されており

ます。

次に、駅周辺の駐車場につきましては、駅東側及び有

料駐車場を含め、6カ所配置されております。

中心街活性化センターふらっとと、施設利用者の駐車

場につきましては、時間帯によっては駐車できないなど、

御迷惑をおかけしておりましたが、東2条、朝日通交差

点角に、28台分の駐車場が整備されました。これで駅前

周辺に計画されておりました、公衆トイレ及び駐車場の

整備は完了いたしました。

なお、イベント等、開催時には、臨時駐車場、仮設ト

イレを配置し、対応をしてまいります。

また、現在策定中の中心市街地活性化基本計画案にお

きましては、まちなかのにぎわい創出と歩行者通行量の

増加及び回遊性を高める事業として、まちなか駐車場の

計画をしているところであり、今後関係者、関係機関と

の協議を重ね、実現に向けていきたいと考えております。

次に、中心市街地活性化基本案の中での、市と民間の

任務分担についてでありますが、本計画案策定に当たり

ましては、中心市街地活性化に向けて、市民が暮らしや

すいまちづくりの理念に基づいて、ふらのまちづくり株

式会社をデベロッパーとして、具体的事業は民間で実施

するものであり、行政は支援、協力を行いながらコンパ

クトな都市機能の実現を目指していきたいと考えており

ます。

次に、2件目の市道管理についての1点目、市道の立

木についての御質問でありますが、市道総実延長は 954

路線、681キロメートルのうち、約540キロメートル、8

割の市道が農地及び山林等に隣接しており、道路路肩草

刈り等は道路愛護組合等、地域の協力を得ながら道路環
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境の改善に努めているところであります。

市道敷地内に自然に生えた立木の対応につきましては、

車両等通行上の問題がある場合には、市で剪定、伐採し

ているところでありますが、植樹等で植えられました樹

木以外で、道路のり面など農地に隣接し、農作業への影

響や日照、害虫など、農作物への影響及び道路排水施設

への支障等がある自然に生えた立木の場合は、農業者及

び道路愛護組合等が伐採処置をすることは、特に問題な

いものと考えているところでございます。

次に、2 点目の市道清水山線につきましては、旭川開

発建設部、上川支庁及び富良野市の三者にて、落石対策

の検討を進めているところであります。

現在の検討状況でございますが、旭川開発建設部につ

きましては、測量調査、地質調査を行い、落石対策工法

の比較的検討及び詳細設計を発注をしているところであ

り、現在、最終工法の検討、協議を行っておるところで

ございます。

予定では、本年、3 月に落石した箇所の落石防止工事

を年内に発注し、来年3月までには工事完了したいとの

意向でございます。

また、平成12年に落石があった箇所につきましては、

平成21年度、治山事業での事業実施に向け、上川支庁産

業振興部林務課と協議を進めており、現在、保安林指定

等の事業に係る計画調査を実施していただいております。

通行どめ解除の見通しでありますが、旭川建設部が行

う落石防止工事の進捗状況及び北海道が行う治山事業の

対策工法等の決定を見極めながら、判断してまいりたい

と考えているところでございます。

次に3件目の商工振興についてで、富良野物産センタ

ーについてでありますが、富良野物産センターは、昭和

61年、富良野市地場産品の販路拡大と観光振興を図るこ

とを目的に設置したところであり、現在は指定管理者と

して株式会社富良野物産公社が受託し、運営を行ってい

るところでございます。

物産センターの事業内容につきましては、地場産品の

展示販売品目が約2,000点であり、即売や試食会等、地

場特産品の宣伝PRを行うとともに、富良野市及び圏域の

観光ポスターや観光パンフレットの配置や情報発信を行

っており、市街地における誘客や市内商店街や観光施設

への案内を行うなど、重要な役割を担っているものと考

えているところでございます。

場所がわかりにくいとのことでございますが、案内板

につきましては、国道 38 号線…、38 号と市道中央通 1

及び東2条1との交差点、さらには国道237号と南2丁

目1との交差点の3カ所に案内看板が設置されていると

ころであります。

また、中心市街地にあることから、商店街や観光施設

への案内、さらには市民の買い物をする上では、大変便

利な場所であると考えております。

さらに駐車場の狭隘につきましては、商工会議所との

共有でもあり建設当初からの課題でありますが、指定管

理者の御理解のもと、運営していただいているものと考

えております。

今後の対応につきましては、設置場所の変更や駐車場

を拡大することは、現状では困難な状況でありますが、

場所のPR等につきましては、市及び観光関連ホームペー

ジへの掲載や、地図情報での周知などに努めてまいりた

いと考えております。

以上であります。

○議長（北猛俊君） 次に、教育委員会教育長宇佐見正

光君。

○教育委員会教育長（宇佐見正光君） -登壇-

宮田議員の4件目のアイヌ教育についての、アイヌ文

化の教育についてお答えをいたします。

本年6月、衆参両議院で、アイヌ民族を先住民族とす

ることを求める決議が採択され、アイヌ民族が先住民族

であることが、国の公式の見解として発表されたところ

でございます。

これまでもアイヌ文化振興法に基づいて、国、道、関

連機関では、アイヌ文化の振興、さらにはアイヌの歴史、

文化、伝統などについて、国民の理解がより得られるよ

う、さまざまな啓蒙、普及事業が行われております。

本市のアイヌ教育の取り組みについてでございますが、

小中学校の学校教育、博物館や図書館の社会教育分野で、

アイヌ教育に取り組んでいるところでございます。

学校教育では、小学校の社会科の教科書や、本年3月

に市で発行いたしました小学校社会科副読本、さらには

中学校の社会科の地理、歴史、公民の教科書にアイヌの

歴史、文化、人権などが掲載されており、授業の中で学

習しております。

また、アイヌ文化振興研究推進機構から、アイヌ民族

歴史と現在と題する小冊子が、児童生徒一人一人に配布

されており、参考資料として活用を図っております。

社会教育では、これまでに博物館活動の中で、アイヌ

刺繍、アイヌ料理、北方の自然、歴史などの講座、アイ

ヌ文化の源流と題した講演会を開催したところでござい

ます。

またアイヌ民族に関する学習ニーズに対応するために、

アイヌの歴史と文化を学ぶ講座を学習プログラムとして

用意しており、小中学校の総合学習や教育関係団体など

で、学芸員が講話を行っておりますし、博物館の常設展

示にアイヌの民族、文化を紹介した展示コーナーを設け

ております。

また、図書館におきましても、アイヌ文化関係図書コ

ーナーを設けるとともに、本年3月には、アイヌ文化ミ

ニ企画展を開催し、多くの市民が来場され、手づくりリ
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ーフレットを配布し、先住民族の文化に触れたところで

ございます。

今後とも、学校教育と社会教育におきまして、北海道

の先住民族であるアイヌの人々の歴史や文化を、より多

くの市民が理解していただけるよう啓発活動に取り組ん

でまいります。

次に、5 件目の、生涯学習センターについての生涯学

習センターのイベントについてお答えをいたします。

生涯学習センターは、市民の教育、学術、文化の向上

を図ることを目的に、生涯学習、博物館、森の教室、公

民館などの複合的な機能を有した体験交流型の教育施設

として、市民の生涯各期にわたる学習活動の支援に努め

ているところでございます。

御質問の生涯学習センターで開催されておりますイベ

ントについてでございますが、これまでも山部地域の振

興、経済の活性化、教育文化の振興などを含め、各行事

には実行委員会を組織し、まちおこしとして取り組んで

おります。

そのような中にあって、ふらのクリエーターズマーケ

ット、山部地区文化祭、山部菊花展、山部ゆきんこ祭り、

博物館特別展などイベントには、市内外から多くの御来

場をいただいているところでございます。

今後におきましても、各実行委員会や地元の関係団体

とも、より一層、連携を密にしながら知恵を出して、山

部地域の振興、または教育文化の振興等につなげるよう

な、事業推進に向け支援、協力してまいります。

以上でございます。

○議長（北猛俊君） 再質問ございますか。

2番宮田均君。

○2番（宮田均君） 1点目の中心市街地の活性化につい

て。

トイレ、駐車場の現況、このとらえ方と、市はどのよ

うにとらえているのかということで、駅前についての、

駅前周辺についてのトイレ、駐車場のあり方を説明いた

だきましたが、この中でですね、やはり結果的に結論と

しては、駅前周辺では駐車場は足りている。トイレは足

りているという、これは認識でよろしいですか。

説明はございましたけども結局は、私は、大型バスに

ついてもですね、中には質問の大型バスとは言わなかっ

たですけども、そういう総合的に含めまして、私は、駐

車場は足りない。

そして大型バスがとまったときにも、トイレは分散は

されているけども、足りないという認識でおりますが、

その点についてお伺いいたします。

○議長（北猛俊君） 御答弁願います。

市長能登芳昭君。

○市長（能登芳昭君） 宮田議員の御質問にお答えをさ

していただきます。

宮田議員のご質問は、現況で足りていると、こういう

御質問だというふうに受けとめておりますけども、先ほ

ど、答弁された中でですね、駐車場が28台分増設をさし

ていただきました。過去の議員の皆さん方の御質問もご

ざいまして完成をいたしました。

現在、先ほど申し上げましたとおり、大型のバスにつ

いても、それぞれこれからのですね、現況を考えていま

すと、一遍に何十台も入ってくるというような状況には、

現在、富良野の状況ではなっていないわけですね。

今後、中心市街地の活性化の状況によっては、そうい

う状況もうまれてくるおそれもありますけども、現況の

状況については、私たちの考え方としては十分足り得る

状況にあると、このように判断をさしていただいている

ところでございます。

○議長（北猛俊君） よろしいですか。

2番宮田均君。

○2 番（宮田均君） ここら辺のですね、現況の駅前の

認識の違い。

私は、駅前周辺で、さまざまな問題がございますが、

地元の人達の駐車場の関係とかですね、いろんな問題が

ございますけども、駐車場が足りない。

これは平行線になっていっても、足りる、足りないと

いうことで、非常に押し問答になってしまうので、私は

足りないという認識で、話させていただきますけども、

やはり駅の東側とか含めまして、この駐車場は、やはり

足りるという、足りているという認識、トイレも含めま

して、足りているという認識なんでしょうか。

もう一度だけお聞かせ下さい。

○議長（北猛俊君） 御答弁願います。

市長能登芳昭君。

○市長（能登芳昭君） 宮田議員の再質問にお答えしま

すけども、中心市街地は先ほど御質問ございましたとお

り、77ヘクタールの中でですね、中心市街地の部署的な

ものに、駐車場、トイレを設置してきたと、こういう経

過がございます。

当然、駅東側のものを含めた駐車場での足りるという

ことで御理解をしていただきたいと、このように思いま

す。

○議長（北猛俊君） よろしいですか。

2番宮田均君。

○2番（宮田均君） 続いてですね、77ヘクタールにお

けるですね、駅周辺で、まだ、検証してですね、まだ、

足りない部分、改良しなきゃならない部分もございます

けども、77ヘクタールのうちで協会病院を含めましてで

すね、市と民間活力の導入で、ロードサイドの、今の、

協会病院の跡地にですね、新計画として、やはり施設を

計画しているようですが、この中でやはり私は、ここの

部分でも、駐車場、そしてトイレっていうのは、これは、
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必要なものと私は考えるところなんですが、これは計画

の中で今後ですね、この市、中心市街地の新計画の基本

計画の中でどのようにですね、市が、このトイレの問題、

そして駐車場の問題を、この中、77ヘクタールの大きな

中でですね、どのようにとらえていって、それは、やは

り今後の民間の土地…、民有地ございます。それと、市

の土地もございます。

そういう中で、トイレ、駐車場含めましてどのように、

この計画の中に盛り込んでいって、これから、この中心

街の基本計画の中に、民間とそして市の役割としてどの

ように、いや…、市はお金がないということで、今は、

民間活力導入ということで計画の中に、先ほども答弁ご

ざいましたけども、まちづくり会社ですか、まちづくり

会社をデベロッパーとして、具体的な事業は民間で実施

するということでございますが、この中でやっぱり、市

がトイレの部分についても、民間が行うことと、市が行

うこと、この分担、役割分担をどのように考えていくの

かということについてちょっとお聞きいたしたいと思い

ますが。

○議長（北猛俊君） ここで10分間休憩いたします。

───────────────

午後 ２時13分 休憩

午後 ２時23分 開議

───────────────

○議長（北猛俊君） 休憩前に引き続き会議を開きます。

休憩前の宮田均君の質問に御答弁願います。

市長能登芳昭君。

○市長（能登芳昭君） 宮田議員の再質問にお答えをさ

していただきます。

最終的に御確認をさしていただきたいと思うんですけ

ども、民間と行政の役割、任務の分担とこういうことで

お答えをさしていただきたいと思いますけども、それで

よろしいんでしょうか。

民間と行政の役割の分担ということでございますけど

も、当然基本計画案も内閣の方に出して承認されますと、

次にできてくるのは整備計画という計画を出さなければ

なりません。その整備計画が民間で実施すると、こうい

うことになるわけでございます。

その、それに伴いまして、行政はどういう役割を果た

していくかということ、ただ建物建てて済むという問題。

例えばインフラ整備の問題だとか、道路の側溝の問題だ

とか、あるいは賃貸をする、市の市有地の対応関係の状

況づくりだとか、こういうものが行政で、やらなければ

ならない大きな任務になってくるだろうと、このように、

今、分担の役割ということで御質問がございましたので、

そういうものが主な行政の役割になっていくだろうと。

それからもう一つは、まちづくり会社をデベロッパー

としてやるわけでございますけども、いろんな国への制

度融資の情報収集だとか、あるいは補助金の申請にあっ

ての市の取りまとめ事務のあり方だとか、こういうこと

も、支援の大きな要素にこれからなっていくだろうと、

このように考えているところでございます。

○議長（北猛俊君） よろしいですか。

2番宮田均君。

○2 番（宮田均君） 今の、今、争点になっているのが

ですね、この間、市民のアンケートも…、パブリックコ

メントもとった、やはり協会病院の跡地問題。

これについてですね、やはり今の認識ですと、トイレ

も、それから駐車場も77ヘクタールの中では足りている

という認識、そして今お聞きしました、今後の市と民間

との役割分担。これでお聞きしましたが、協会病院のこ

とについて…、跡地のことについての役割分担の中で、

その整備、それから賃貸でやるんだと、その中で賃貸で

やること、あるいは国へのいろんな手続関係、そういう

ようなことで、こうやっていくんだという、この役割分

担お聞きいたしましたが、これは、この間までまだ決ま

ってなかったと思うんですけど、売却とか賃貸とか決ま

ってなかった…、まず確認させいただきたいのが、今回

は、これは今、賃貸ってお聞きしましたが、賃貸でお貸

しするということで確認させてもらってよろしいでしょ

うか。

○議長（北猛俊君） 御答弁願います。

市長能登芳昭君。

○市長（能登芳昭君） 宮田議員の再々質問にお答えを

さしていただきます。

役割分担の任務の中で、協会病院の土地と、交換を…、

等価交換をやって市の名義になっております。

この土地を、土地利用ということで民間会社が、そこ

に整備計画を立てていくと、こういうことですから、デ

ベロッパーとなるまちづくり会社が主体的になりますか

ら、当然、まちづくり会社と市との賃貸契約、あるいは

状況が変われば売買、こういったことも念頭に置きなが

らやっていかなければならないと、こういうことでござ

います。

○議長（北猛俊君） よろしいですか。

2番宮田均君。

○2番（宮田均君） 今お聞きしますと、当初は賃貸で、

売買も視野に入れてということで、今確認させてもらっ

てよろしいですか。

○議長（北猛俊君） 御答弁願います。

市長能登芳昭君。

○市長（能登芳昭君） そのとおり確認されて結構だと

思います。

○議長（北猛俊君） よろしいですか。

2番宮田均君。

○2 番（宮田均君） 協会病院のですね、跡地の関係で
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ですね、役割分担の関係でちょっと私考えることはです

ね、やはり国道など走ってまして、道の駅なんかも、非

常にたくさんございますけども、やはり走っていて、そ

この道の駅…、トイレがきれいなのがあるというと、そ

こに寄るというその行為。

駐車場も満遍なくとまれるということで、そこにとま

るということで、これは役割分担的にはですね、でも、

やはりその計画の中にですね、市の全体の商工振興を図

っていくという考えで、市の基本計画が作成されていく

としたらですね、やはり、その呼び水的な町外、市外、

いや郊外からのですね、車の流入の呼び水としては、や

はり僕は、トイレと駐車場というのは、これは必要だと、

協会病院の跡地には必要だと思いますが、その点につい

て質問させていただきます。

○議長（北猛俊君） 御答弁願います。

市長能登芳昭君。

○市長（能登芳昭君） 宮田議員の再々質問にお答えを

さしていただきます。

今年の2月にですね、構想を、それぞれまちづくり協

議会を通じまして、提出をさしていただきました。その

構想を受けて、市が基本計画を立てていくと、こういう

中身であります。

今、基本計画をそれぞれ関係省庁とのキャッチボール

をやらしていただいて、将来の状況づくりが、それに沿

って実行できるのか、できないのか。こういうことを含

めて、今、関係省庁とキャッチボールをさせいただいて

るわけでございますけども、その中にあって、協会病院

にトイレと駐車場をやらなければ、多少の駐車場は、私

はできるというふうに判断を、全く駐車場がないという

状況には私はならないというふうに聞いておりますし、

当然そういう、店を出してやるということになれば、車

も乗ってくるわけですから、その台数についてはまだで

すね、不確定な状況もございますから、使う面積によっ

ての状況で変わっていく状況もございますから、今何台

だというふうには申し述べることはできませんけども、

駐車場も確保が可能であると、このようにお答えをさし

ていただきたいと思います。

トイレにつきましては、現行の状況でありますと、そ

れぞれのお店のトイレを活用さしていただくというふう

に計画はなっております。

そういう状況というのは、やはりトイレを借りること

によって、その店に対する状況づくりの中でですね、た

だいま御質問あった中ですけど、トイレを活用する中で

ですね、いろいろ道の駅がございますけども、トイレだ

けを使ってそのまま出立するという観光客もかなり多い

状況もございますから、そういう点を今回の計画の中で

は、そういう方向に大きくかじを切ったと、こういうふ

うに考えているところでございます。

○議長（北猛俊君） よろしいですか。

2番宮田均君。

○2 番（宮田均君） トイレのことについてちょっとお

聞きいたしますけど、やはり私たちも、地方に行った場

合にですね、そこにトイレがあるという、その安心感っ

ていうのが先に来ている、そして、そこから何かを買っ

たりとか、まちの中を…、に興味がある。

あるいはそこにマップが、まちのマップがある、行っ

てみようか。ああ古い豆腐屋さんがある。行ってみよう

かということにもなりますけども、やはりその呼び水と

しては、市がやるべきことは、その1番大切な用を足す

ということの部分で、市が、やはりそこの部分をきちっ

とやるという必要性も、僕はあったんじゃないかと思い

ますけども、その点についてもう一度お伺いいたします。

○議長（北猛俊君） 御答弁願います。

市長能登芳昭君。

○市長（能登芳昭君） 宮田議員の再々質問にお答えを

さしていただきたいと思います。

この計画はまちなかを回遊して、そして協会病院の基

軸にしながら、将来は駅前に移行するような状況の中で、

回遊性をとったまちの状況づくりをするというのが、こ

の計画の大きなねらいだというふうに私も聞いておりま

すし、そういう方向が富良野の場合の市街地については、

ふさわしい状況でないかと、このように考えている観点

から、申し上げますと、当然、トイレ等については、駅

前を含めて現行の状況を考えますと、そういう公共施設

を初め、あるいは大きな店舗もございますから、そうい

うとこの活用も図っていただいて、富良野市街全体の中

でのトイレの活用と、こういうふうに考えてまいりたい

と、考えているとこでございます。

以上です。

○議長（北猛俊君） よろしいですか。

2番宮田均君。

○2 番（宮田均君） はい。今の私は、やはり考えは周

辺から入る。まずはトイレだけ置いていくっていう考え

方じゃなくてですね、ほかの視点からもですね、いろい

ろと調査分析する必要があったのではないかという形で、

この質問については終了さしていただきます。

次に移りたいと思います。市道の管理について、その

市道の隣接する立木の処理について、このですね、問題

ないと、農業者が処理することについては、問題ないと

いう御回答でございましたが、例えば、自然に生えた木

でも、これは、20センチ、30センチと大きくなって、あ

るいは50センチとなっていった場合については、この場

合にはどうなんでしょう。

これも邪魔になったから、邪魔になったら切ってもい

いということになるんでしょうか。その点についてお伺

いします。
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○議長（北猛俊君） 御答弁願います。

市長能登芳昭君。

○市長（能登芳昭君） 宮田議員の再質問にお答えしま

すけども、この件につきましては、建設水道部長の方か

らお答えをさしていただきます。

○議長（北猛俊君） 続けて御答弁願います。

建設水道部長岩鼻勉君。

○建設水道部長(岩鼻勉君) ただいまの再質問にお答え

をいたしたいと思います。

先ほどの答弁の中でもお話をさしていただいているよ

うに、自然に生えた立木の対応ということでですね、こ

の辺は交通障害等があれば、市の方で伐採処理をしてい

るとこでありますけれども、繰り返しになろうかと思い

ますけれども、農業者の方々、大変な苦労されている。

こういう関係でですね、農地に面した農作業への影響

ですとか、日影あるいは害虫など、そういう影響、それ

から排水等の必要がある場合、こういうことが想定され

てくるものですから、高さ、大きさ、そういうものに関

係なくですね、やはり対応、地先の方、あるいは道路愛

護組合等がですね処理されるということは、特に問題な

いというふうに考えているところであります。

ただ、地先の方、あるいは各種団体等がですね、植樹

をされたもの、植樹ですね。こういうものに関しては、

考え方はまた別物というふうに考えているところであり

ます。

以上です。

○議長（北猛俊君） よろしいですか。

2番宮田均君。

○2 番（宮田均君） 私はこの問題についてはですね、

やはり何年も生き延びたような木。要するに障害があっ

てですね、そういう木についてはですね、やはり市の方

にちょっとですね、だめだとは言いません。

しかし、やはり市の方にですね、連絡するなりちょっ

と協議、切らしてもらうよの一言ぐらいはですね、やは

り僕は必要ではないかと思いますが、その点についてだ

けちょっとお聞かせください。

○議長（北猛俊君） 御答弁願います。

建設水道部長岩鼻勉君。

○建設水道部長(岩鼻勉君) お答えをいたします。

これもまた先ほどの答弁の中の一文でありますけれど

も、市道の実延長の約8割、540 キロがですね、農地、

市道が農地あるいは山林に接しているということであり

ます。

宮田議員も御存じのように、農村部、農地等に隣接し

てるとこの用地に関してはですね、市道の用地もありま

す。

それと並行してですね、土地改良区の用地、それから

国の方の用地ということで、かなりふくそうしてる部分

もございます。

それらの境界がどこかということの判断というのもな

かなか難しいところがあるもんですから、その辺はお互

いに今おっしゃるようにですね、多少の連絡、口頭でも

っていうことは、そういうことも多少必要かなというふ

うに思いますけれども、農業者の方々がある程度、やは

りきれいな農村環境を維持していくという中ではですね、

伐採もやむを得ないのかなというふうに、繰り返しにな

って申し訳ございませんけれども、そういうふうなこと

で考えているところであります。

以上です。

○議長（北猛俊君） よろしいですか。

2番宮田均君。

○2 番（宮田均君） 次の質問で、市道清水山線のこと

についてお伺いしますが、これは回答でいきますとです

ね、21年度の治山事業、治山事業の対策工法、これが終

わってからという、開通時期ですね、という回答に受け

とめてますが、21年度が終わったということは、22年度

の開通になるという認識なんでしょうか、21年度中に工

事、治山事業がその中で終われば、21年度中に開通、い

つ開通を大体予想して考えておけばいいんでしょう。

その点についてお伺いします。

○議長（北猛俊君） 御答弁願います。

市長能登芳昭君。

○市長（能登芳昭君） 宮田議員の再質問にお答えを申

し上げたいと思います。

この件につきましても、建設水道部長の方からお答え

をさしていただきます。

○議長（北猛俊君） 続けて御答弁願います。

建設水道部長岩鼻勉君。

○建設水道部長(岩鼻勉君) 市道清水山線の再質問にお

答えをさしていただきます。

先ほどの答弁の中で、お話をさしていただいたとおり

の内容でありますけれども、再度繰り返しをさしていた

だくような形になることをお許し願いたいと思います。

今回落石のあった箇所についてはですね、これは前回

のお話をさしていただきましたように、空知川の河川区

域に入っているということで、旭川開発建設部等々、協

議をさしていただき、旭川開発建設部の方の回答として

は、現在、測量調査、地質調査を行って、落石の対策方

法をいま比較検討しているということで、市の方にもそ

の辺お話がありました。

これらに関してはですね、これらに関しては、今年、

ことし中に発注で、お話しのとおり、来年の3月に完成

をする予定ということになっております。

それからもう1箇所、平成12年に落石があった箇所、

これ皆様通って御存知かと思いますけども、テトラポッ

ト、消波ブロックというのを3基か4基置いてあったと



48

こはあろうかと思います。

この分に関しては、河川用地と民地が入り組んでいる

ということで、この部分は治山事業としてやらなきゃい

けないということで、この辺も上川支庁、治山事業の窓

口が上川支庁になりますので、上川支庁の方で相談をさ

していただき、上川支庁の方では、今年度、保安林指定

に向けて、今進めているというところであります。

それで、この工法という、工事というのがですね、来

年、治山事業に関しては来年設計、それから工事をやる

ということでありますけれども、開発局の方のことし落

石した箇所に関しては、来年の3月で一応工事のめどが

つくと、そして治山事業に関しては、21年でありますけ

れども、その工法がどういう工法なのか、それらを見き

わめながらですね、判断をしてまいりたいということで、

先ほど市長の方が答えているということであります。

その辺、そういうことですので来年、来年の3月、そ

の辺になりますと治山事業の工法等も 確定をすると思

いますので、あわせて、ことし、ことし落石あって工事

を進める、治山事業の進捗がどうなるのか。その辺を見

きわめてですね、開通の判断をしていきたいと。決して、

21年に工事やるんだから、22年度ということは考えてい

ないところであります。

以上です。

○議長（北猛俊君） よろしいですか。

2番宮田均君。

○2 番（宮田均君） 今の問題の中でですね、最後のと

こなんですけども、21年度で治山事業は終わらすという

ことで、でもしかし22年度とは考えていないと、開発局

の安全、今危ない危険地域が直った時点で、前のですね、

治山事業やるところはそんなにですね、私も見てまいり

ましたけども、そんなに危険箇所ではないような気がい

たします。

それは分からないですけどね、施設災害で。でも、し

かしですね、しかし、その安全走行を確保しながら、開

通を待っている方もいらっしゃる。

それは安全が第一だとは私も思いますけども、やはり

その今22年度っていう決定はしてない。ただ、安全を確

認した場合については、開通を22 年度、22 年度じゃな

くて、21年度中にでもあり得るということで確認でよろ

しいでしょうか。

○議長（北猛俊君） 御答弁願います。

建設水道部長岩鼻勉君。

○建設水道部長(岩鼻勉君) 今の内容でよろしいかと思

います。

あくまでもですね、治山事業の工法が決定、どういう

方法でどのぐらいの敷地が必要なのかということを見き

わめながらですね、判断をしてまいりたいということで

あります。

以上です。

○議長（北猛俊君） よろしいですか。

2番宮田均君。

○2 番（宮田均君） 続いて次の質問に移りたいと思い

ます。物産センターについて御質問いたします。

今の、私も、狭隘な駐車場、そして案内版をつけてわ

かりやすい…、わかりやすくしたということで移動の移

転の意思…、気はないというようなことでお聞きいたし

ましたけども、やはり私はこの外貨を獲得する方法、そ

してその駐車場が、使いやすい駐車場含めたですね、や

はり取り組みというのが、今後、必要にはなってくると

いうようなことで、思っていますけども、このように答

えがですね、物産センターについてはですね、現状では

困難と、PRその他に努めてまいるということで断言され

たのでですね、この質問についてはですね、また今後の

課題とさしていただきたいと思います。

次にですね、アイヌ文化の教育行政について、アイヌ

文化の教育について、お伺いいたします。

現在、富良野における学校教育、社会教育に、におけ

るアイヌ教育の現状についていろいろと取り組んでいる

ことが紹介されました。

しかしですね、副読本をですね、購入して配っている

んだと、そして、その内容的にどうなのかということで、

私はですね、やはりもっとですね、具体的にですね、こ

の学校教育のですね、この中にですね、なるべくですね、

取り入れていくようなですね、今後、富良野から、北海

道の富良野から来た生徒がですね、例えば地方に行って

でもアイヌのこんにちはが話せるんだよとかですね、そ

ういうような具体的にですねできる。あるいは知ってる

んだ。

あるいは、フキを刈るときは、太い方と細い方がある。

そういうときには、アイヌの人は、次の年のために太い

方を一本いただくんだよというような、そういう文化を

ですね、説明できるような北海道の子。あるいは社会に

なっていただきたいなと思いますが、その点についてお

伺いいたします。

○議長（北猛俊君） 御答弁願います。

教育委員会教育長宇佐見正光君。

○教育委員会教育長（宇佐見正光君） 宮田議員の再質

問のアイヌ教育につきましては、教育部長の方からお答

えをさせていただきたいと思います。

○議長（北猛俊君） 続けて御答弁願います。

教育委員会教育部長杉浦重信君。

○教育委員会教育部長（杉浦重信君） 宮田議員の再質

問でございます。

アイヌ教育をですね、もっと学校教育の中でも取り入

れてやるべきだというお話でございますが、ただいま教

育長の方から答弁をさせていただきましたけども、教科
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書の中でですね、小学校、また中学校の教科書の中にで

すね、それぞれアイヌの歴史なり、文化なり、人権につ

いてですね掲載されておりまして、授業の中で、それぞ

れ取り組んでいるということでございますし、これが先

ほど説明いたしましたアイヌの歴史と現在ということで、

市内の小中学校の生徒さん一人一人にお配りをして、参

考資料、手引きとしてそれぞれですね授業の中で活用い

ただいていると、そういった取り組みをですね、これか

らますます継続して取り組んでまいりたいというふうに

思ってございますし、先ほど宮田議員がおっしゃってお

りましたけれども、アイヌは狩猟、漁猟を中心に、中心

とする文化でございまして、自然に対する考え方、自然

に対するやさしい考え方、さらには自然に対する畏敬の

念といいますか、アイヌのもっている自然観等がですね、

環境教育にも役立つものと我々は考えてございますので、

引き続きですね、取り組みを進めてまいりたいと、かよ

うに考えているところでございます。

以上でございます。

○議長（北猛俊君） よろしいですか。

2番宮田均君。

○2番（宮田均君） はい。

アイヌの文化、これは、やはり今後の北海道の独自性

とか、地域の独自性っていうものが、どこら辺ではぐく

まれていくのかというようなことで、和人というか、本

州からの文化、あるいは外国からの文化だけでなくて、

地にあった文化を研究しながら、環境面でも非常に役に

立つ、あるいは独自の政策が出ていくような、こういう

取り組みになっていくのではないかと思いますので、今

後ともですね、教育の、この教育計画の中の、その文化

面の郷土の歴史と伝統を正しく理解、継承し、北国にふ

さわしい生活文化の創造に努めるというようなことの中

ででもですね、こういう取り組みが望まれて、今後とも

進めていっていただきたいなということで、この質問を

終わらせていただきたいと思います。

続いて最後にですね、生涯学習センター、生涯学習セ

ンターの取り組み、イベントなどの取り組みについて、

やはりちょっとお聞きしたいと思います。

あの、聞いてみますとですね、地区住民、山部の地区

住民、中でもですね、連携が図られていってるわけなん

ですけども、イベントになんかにしてもですね、ちょっ

とやはり広告宣伝が、ちょっと民間に比べると、まだ足

りないのかなというか、やってる割には効果が、やはり

上がってないのかなという形もあります。

この間のですね、富良野からバス、クリエーターズマ

ーケットのときもバスが出ておりました。

そういうバスのですね、バスの、富良野からの案内板、

それから、そういうのもですね、少しその足りなかった

ように思います。

その中でですね、山部の人たちが、今後この生涯学習

センターの目的。

やっぱりその中には、生涯学習の中での、その中でイ

ベントなんかを見て、菊花展、あるいは、菊を育てると

かという、そのはぐくむ心がいろんなイベントを見て、

これをつくってみたいとかっていうのも非常にうまれて

きて、私はいいことだと思っておりますが、この今後の

運営がですね、住民は、縮小されていくんでないか、あ

るいは方向的に、今度市の人員的な問題も含めて縮小さ

れていくんではないかという不安があるということでお

聞きいたしましたけど、その点について、この生涯学習

センターでの、今後の活動がどういうふうになっていく

かということについて、もう一度だけ質問させていただ

きたいと思います。

○議長（北猛俊君） 御答弁願います。

教育委員会教育長宇佐見正光君。

○教育委員会教育長（宇佐見正光君） 宮田議員の生涯

学習センターのイベントの関係について、お答えをさせ

ていただきたいと思いますけども、今、宮田議員の方か

らふらのクリエーターズマーケットの話も出ておりまし

たですけれども、これは本当に、この企画立案を含めて

ですね、すべて一朝一夕にできるものではなくて、継続

した中で、みんなが知恵と工夫を出して、特に山部の皆

さん方というのは、そういう中で、いろんなまちおこし

の一環としてですね、これまでも進めてきておりますし、

これからもそういう計画でもってきております。

私は、すばらしいなと思うのは、必ずそこには地域の

振興もそうですけども、経済の活性化、あるいは私ども

の教育文化の振興ということで、常にそういうことを考

えながら、いろんなイベントを協力し合い、やっぱりし

ていただいています。

私どももそれににあってですね、職員も本当に一つな

って官民一体で取り組んでもきておりますし、これから

もそうしていきたいと思っておりますので、一つその辺

も含めてですね、一つ議員もご協力いただきながら進め

ていきたいと思っておりますので、よろしくお願いをし

ながら答弁に代えさせていただきたいと思います。

○議長（北猛俊君） 以上で宮田均君の質問は終了いた

しました。

次に、大栗民江君の質問を行います。

4番大栗民江君。

○4番（大栗民江君） -登壇-

通告に従い、一般質問をいたします。

1 項目目、粗大ごみなどのごみ処理券についてお伺い

いたします。

本市は、環境に優しいまちとして、地域ブランド調査

のイメージ部門で2年連続全国第1位に選ばれ、先進的

な取り組みをされており、燃やさない、埋めないを基本
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理念に、さらなる展開をされていると思います。

少子高齢社会に突入し、高齢世帯、独居世帯が増加し

ている現状において、粗大ごみ等のごみ処理券の取り扱

い拡大について、市民サービスのためにも平成19年度、

第2回定例会で、取り扱い拡大について一般質問しまし

たが、ごみ処理券の交付事業については、市内の商店や

収集業者とも協議してまいりたいとの御答弁でありまし

た。その後、どのような協議をされたのか、協議結果は

どのようになったのかお伺いいたします。

2 項目目、学校のアレルギー疾患に対する取り組みガ

イドラインについて、お伺いいたします。

アレルギー疾患の増加は、先進国に共通する傾向で、

気管支喘息、アトピー性皮膚炎、アレルギー性鼻炎、食

物アレルギーなど、何らかのアレルギー性疾患を持つ人

は、人口の3分の1になるとも言われており、非常に深

刻な事態となってきております。

文部科学省では、昨年4月、アレルギーに対する調査

研究報告書を公表いたしました。この報告書によれば、

公立の小、中、高校の児童、生徒の有病率は、気管支喘

息が5.7％、アトピー性皮膚炎5.5％アレルギー性鼻炎が

9.2％、食物アレルギーは2.6％などと高い数値になって

おり、各学校やクラスに、アレルギーで苦しむ子供達が

多くいることを示しております。

学校が各種の取り組みを行っていると答えた割合も、

かなり高いものを示しておりますが、実際に、アレルギ

ー疾患で悩んでいる子供さんを抱えるお母さんの中には、

転校をした学校によって、対応が違うとの現状も聞かれ

ます。こうした報告を受けて、文部科学省が監修、学校

保健会が作成した学校のアレルギー疾患に対する取り組

みガイドラインが、今年度、全国の小中高校などに配付

されております。

本市においても、ガイドラインの冊子が配付されたと

お聞きしました。今回のガイドラインでは、植物アレル

ギーによるアナフィラキシーショックに対応する、アド

レナリン自己注射、通称エピペンを本人かわって教職員

らが打つことは、医師法に違反しないとする初めての見

解が示されているほか、アレルギー疾患用の学校生活管

理指導表を中心とした、学校、保護者、医師の連携強化

の取り組みが盛り込まれております。

教職員の方々の仕事の部分では、ふえてくると思いま

すが、何よりもアレルギー疾患のある子供さんたちが、

安心して学校生活を送ってほしいと心から願うところで

あります。

そこでお伺いいたします。

本市におけるアレルギー疾患の有病率の実態について

お伺いいたします。また、教育の現場で、どのような具

体的な対応を行っていくのか、方策についてお伺いいた

します。

3項目目、脳脊髄液減少症についてお伺いいたします。

脳脊髄液減少症は、交通事故やスポーツ外傷、落下事

故、暴力などがきっかけで、脳脊髄液が漏れ、神経が引

っ張られることで、頭痛やめまい、吐き気、不眠、思考

力低下など、さまざまな症状が、複合的にあらわれる病

気と言われております。

これまでは、原因が特定されない場合が多いことなど

から、怠け病とか、精神的なものと判断され、あまりの

辛さに自らの命を絶ってしまうという悲劇も起きている

とされております。

近年、この病気が大人だけでなく、学校現場にも拡大

してきているとの報告が一部の研究者からなされており

ます。

脳脊髄液減少症は、起立したときにひどくなる頭痛な

どの症状が出ても、本人にしかわからない心身の辛さを、

周囲から理解してもらえず叱咤激励を受けてしまい、自

分の将来に大きな不安を抱えている子供たちのいること

が明らかになりました。

特に不登校の児童生徒の中に、存在する可能性が高い

ことから、文部科学省は、昨年5月31日、全国都道府県

教育委員会などに、学校におけるスポーツ外傷等の後遺

症への適切な対応についてとの事務連絡を行いました。

内容は脳脊髄液減少症に関する説明や周知とともに、

症状が疑われる場合には子供に無理をさせないなど、適

切な配慮を求めたものになっております。

これは一昨年11月、この病気が疑われる子供さんの母

親たちで構成された脳脊髄液減少症患者支援の会、子供

支援チームが、文部科学省に対策を求める要望書を署名

と一緒に提出されたことによって実現したもので、ここ

に至るまでの当事者の皆様方には、大変な努力があった

と思います。

本市の教育委員会では、この通達を受け、昨年6月18

日に、各学校に連絡したと伺っております。

同症状らしき該当者は、おりませんとお聞きしており

ますが、どのような対応なされたのかお伺いいたします。

本年7月6日、北海道新聞朝刊の道北管内の野球部父

母会、脳脊髄液減少症理解を、学校祭で署名集めとの記

事を見て私はすぐその学校祭会場に向かいました。炎天

下の会場で、署名を訴えていた高校生のお話を御紹介さ

せていただきます。

脳脊髄液減少症とは、交通事故、スポーツ障害など、

身体への強い衝撃により、脳脊髄液が漏れ続け、頭痛、

めまい、吐き気など、さまざまな症状が出る病気です。

私は甲子園にあこがれて、小学校3年生から野球を続

けてきました。スポーツによる外傷で3度頭をぶつけま

した。1年生の夏に、初めてぶつけたときから2年間、

頭痛を初め、発熱やアレルギーの悪化、身体全体の痛み

で、痛みや極度の疲労感に悩まされ、何度も病院に足を
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運びました。

しかし、CTやMRIでは原因が見られないというだけで、

体の症状は無視され、受けた診断は異常なし、もしくは

精神病でした。

初めのうちは体の痛みに耐えて、だましだまし学校に

行ったり、部活に出ていましたが、症状はどんどん悪化

し、2 年生の冬には、ついに学校にも行けなくなり、不

登校のようになってしまいました。体は泣くほど痛いの

に病院も親にも理解してもらえず、一時は自殺も考えま

した。

そんな中、知り合いの方から脳脊髄液減少症の署名を

頼まれたことがきっかけで、この病気と道内で唯一治療

している病院のあることを知りました。

病名がわかり、先生より、よくこんな体で野球をして

いたねと言われた言葉は、体が弱い、気持ちが弱いと言

われ続けてきた私にとって、何よりの救いの言葉でした。

その後は治療も進んで、現在では、元気に学校に登校で

きるまでになりました。

しかし私のように苦しんでいるにもかかわらず、病名

がまだ知られていないために苦しみ、悩んでいる人がど

れほどいるか、年間で3万人出ると言われている自殺者

のうち、この病気で苦しんだ方が、どれほどいるかと思

うと胸が痛いです。この病気は、診断を受けられただけ

でも、患者の心は救われます。

以上長くなりましたが、このような脳脊髄液減少症の

実態について、どのように認識されているのか、御見解

をお伺いいたします。

文部科学省の事務連絡を重視することが必要だと考え

ますが、今後、学校現場で脳脊髄液減少症の理解を深め

ていく取り組みについてお伺いいたします。

以上、1回目の質問を終わらさしていただきます。

○議長（北猛俊君） 御答弁を願います。

市長能登芳昭君。

○市長（能登芳昭君） -登壇-

大栗議員の御質問にお答えをいたします。

1 件目のごみ対策についての粗大ごみ等のごみ処理券

でありますが、平成19年6月議会で御答弁をいたしまし

た、市内の商店や収集業者との協議状況につきましては、

昨年の8月の27日から29日の3日間にわたり、市内29

店舗のごみ袋販売登録店と、粗大ごみ等のごみ処理券取

り扱いの意向調査、並びに販売に係る販売店登録申請手

続、粗大ごみ処理券を交付、受付事務及び粗大ごみの内

容説明、販売記録報告の義務づけ等の事務取り扱いにつ

いて、協議を実施したところであります。

ごみ袋販売登録店との協議におきまして、事務が煩雑

となることから、ごみ処理券販売のみの意向を示された

ところでございます。

粗大ごみ等のごみ処理券の販売店の意向を踏まえまし

て、部内にて協議検討の結果におきまして、販売のみの

対応により、排出者は排出日、排出場所、時間等を市の

担当窓口に電話が必要となり、電話受け付けの際に生ず

る手違いによるミス、また販売店の説明不足からの苦情

が生じることから、従来どおり市役所、各支所にて取り

扱うことが妥当と判断をいたしたところでございます。

ごみの分別などの相談や苦情に対しまして、町内会、

市民からの電話で対応しておりますが、特に粗大ごみ等

のごみ処理券の販売指導につきまして、高齢者、独居老

人、身体障がい者等に対しましては、電話での応対、直

接訪問により販売を行うなど、実情に沿ったサービスの

提供を継続してまいりたいと、このように考えていると

ころでございます。

以上であります。

○議長（北猛俊君） 次に、教育委員会教育長宇佐見正

光君。

○教育委員会教育長（宇佐見正光君） -登壇-

大栗議員の2件目、学校教育についての1点目、学校

のアレルギー疾患の取り組みガイドラインについてお答

えをいたします。

市内の児童生徒のアレルギー疾患者につきましては、

気管支喘息、アトピー性皮膚、アレルギー性鼻炎、食物

アレルギーの疾患者が在籍しており、安全安心な学校生

活を送るために、これまでも学校では医師の指示に基づ

き、保護者と養護教諭、担任、学校給食センターと連携

しながら取り組んでいるところでございます。

そのような中にあって、本年3月、財団法人日本学校

保健会から、学校のアレルギー疾患に対する取り組みガ

イドラインが発刊され、学校におけるアレルギー疾患対

策の指針が示され、市内各学校に配付したところでござ

います。

御質問のアレルギー疾患の有病率についてでございま

すが、本年度は小学生では全国平均を下回り、中学では

全国平均を少し上回っている実態でございます。

次に、教育現場での具体的な対応についてでございま

すが、各学校におきましては、入学式前に養護教諭が、

対応マニュアルを作成し、教職員が情報を共有し、それ

ぞれのアレルギー疾患者に対して、花粉やほこりが舞う

環境、運動、給食、プール授業、宿泊を伴う校外活動な

どに注意し、特に学校生活管理指導表に基づく取り組み

を行っているところでございます。

また、学校給食センターにおきましては、管理栄養士

が食物アレルギー対応マニュアルを作成し、取り組んで

いるところでございます。

このことを受けまして、教育委員会では、各学校の状

況を的確に把握し、安全で安心な学校生活が送れるよう、

保護者へ通知を行いながら、万全な対応に努めていると

ころでございます。
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2 点目の、脳脊髄液減少症についてでございますが、

近年、スポーツ外傷等の後に脳脊髄液が漏れ出し、減少

することにより、起立性頭痛、めまい、倦怠、不眠、記

憶障害など、さまざまな症状を脳脊髄液減少症と呼ばれ

る疾患と認識をしているところでございます。

そのような中にあって、学校における体育の授業など

で、事故防止と事故後の対応について、養護教諭を含む

教職員が連携しつつ、個々の児童生徒などの心身の状態

に応じ、適切な対応をしているところでございます。

次に、各学校への対応についてでございますが、各学

校へは、学校におけるスポーツ外傷等の後遺症への対応

について通知し、養護教諭を含む教職員が共通理解と連

携し、児童生徒などの心身の状態に応じ、適切な対応を

行っているところであり、現在、対象者はございません。

次に、学校現場で理解を深めていく取り組みについて

でございますが、この病気は、起立性頭痛、めまい、倦

怠、不眠などの症状が見られることから、教職員が共通

の認識のもと、まずは医療機関での検診を受けることと

あわせて、保護者への情報提供を進めながら、子供たち

が健康で、心豊かに学校生活を送ることができる環境づ

くりに取り組んでまいります。

以上でございます。

○議長（北猛俊君） 再質問ございますか。

4番大栗民江君。

○4番（大栗民江君） 1項目めのごみ対策についてお伺

いをしたいと思います。

たくさんの業者のところを本当いっていただいたんだ

なっていう思いが分かりました。

その中で、今後、高齢者独居世帯、身体障害者に対し

ては電話での対応ですとか、直接訪問による販売を行う

など、そういうサービスの提供を継続していくという御

答弁でありましたけれども、今後、さらなる取り扱い店

の販売拡大の考えとかというものが、もしございました

らお聞かせ願いたいと思います。

○議長（北猛俊君） 御答弁願います。

市長能登芳昭君。

○市長（能登芳昭君） 大栗議員の再質問にお答えいた

します。

この件につきましては、総務部長の方から、お答えを

さしていただきます。

○議長（北猛俊君） 続けて御答弁願います。

総務部長細川一美君。

○総務部長（細川一美君） 大栗議員の御質問にお答え

いたします。

粗大ごみ等のごみ処理券の部分でありますけども、粗

大ごみのごみ処理券の受け入れ体制につきましては、市

の担当する課の方で、それぞれごみ処理券について大き

さに応じながら購入していただくという形で、市民の方

に御協力をいただいているところでございます。

そういう中におきまして、ごみ処理券に伴います収集

等についても、収集カレンダーの中に地区別の排出日等、

こういったことの中から、それぞれ自宅の玄関先に朝 8

時まで排出をしていただくと、こういう中身で進めさせ

ていただいてございます。

先ほども御答弁させていただきましたように、それぞ

れ販売登録店との協議の結果の中で、結果といたしまし

て、従来どおりの市の窓口で対応するという考えがござ

います。

そういう中におきましても、御答弁させていただきま

したように、高齢者等、独居老人等々を含めまして、電

話なり直線訪問ということで、今後もサービスを提供す

るという考えにたってございます。

これらに係ります部分で御質問ありましたように、こ

の販売拡大という部分の改めての御質問かと思いますけ

ども、今までどおりの、やはり、この、それぞれごみ処

理券を取り扱うに当たります中においての課題、苦情等

があります関係も含めまして、今申しましたような部分

でのところで、まず一つには高齢者独居老人と身体障が

い者と、そのほかに特に市民の方等でですね、どうして

もごみ処理券等が市の窓口に来れないといった場合等に

ついては、実情に見合った部分での取り扱いということ

も、今後考えていく必要があるのかなというふうに考え

てございます。

以上でございます。

○議長（北猛俊君） よろしいですか。

4番大栗民江君。

○4 番（大栗民江君） はい、その件については分かり

ました。

8月の27日から29日の3日間に、こう回って、商店

を回ったということでしたけども、商店の方々にも、そ

の協議結果っていうものは、商店の皆様には、きちんと

お伝えをしているんでしょうか。

○議長（北猛俊君） 御答弁願います。

総務部長細川一美君。

○総務部長（細川一美君） 再質問にお答えいたします。

市の方で直接、ごみ…の、粗大ごみの処理券について

結論を先ほど申しました形でなったわけでございますけ

ども、これらにつきましては、昨年の調査段階等の段階

でも一部そういったお話もしてございます。

改めましてですね、各ごみの登録店等に、こういう形

になりましたということについては、お伝えしていきた

いというふうに考えてございます。

以上でございます。

○議長（北猛俊君） よろしいですか。

4番大栗民江君。

○4番（大栗民江君） はい、次、2件目のアレルギー、
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学校のアレルギー疾患の取り組みガイドラインについて

お伺いをしたいと思います。

アレルギー、本当ふえてきていると思うんですけれど

も、その中で学校給食センターにおいては、学校アレル

ギー対応マニュアルを作成して取り組んでいくという、

そういう御答弁をいただきました。

今アレルギーの中では新しいタイプとしましては、よ

く食べた後、食物だけでなくて、食物プラス暴れたりで

すとか、運動ですとか、そういうものがプラスされて具

合が悪くなったり、ショックを起こしてしまったりとい

う、そういう新しいタイプのアレルギーが出てきている

ということも、私、アレルギーを持ったお母さんからち

ょっとお聞きしたことがあるんですけども、そういうこ

との対応について具体的なものが、もし取り組む姿勢が

決まっているのでしたら、お聞かせ願いたいと思います。

○議長（北猛俊君） 御答弁願います。

教育委員会教育長宇佐見正光君。

○教育委員会教育長（宇佐見正光君） 学校のアレルギ

ー疾患の取り組みの関係につきましては、教育部長の方

からお答えをさしていただきたいと思います。

○議長（北猛俊君） 続けて御答弁願います。

教育委員会教育部長杉浦重信君。

○教育委員会教育部長（杉浦重信君） 大栗議員の再質

問にお答えをさせていただきます。

アレルギー疾患に関するですね、学校における取り組

みの状況ということで、新しいアレルギーの状況という

のもございますけども、その取り組みにつきましてはで

すね、先ほど答弁の中でお答えをさせていただきました

けども、アレルギー疾患に対する取り組みのガイドライ

ンということで、各学校にそれぞれ周知徹底をしており

まして、いま取り組んでいるところでございます。

議員、大栗議員がおっしゃっておられましたのは、シ

ョック症状といいましょうか、アナフィラキシーショッ

クのことかなというふうに思ってございますけども、主

に食物、そばだとかですね、牛乳等ですね、それによっ

てですね、ショック症状っていいましょうか、呼吸が困

難になったり、動悸だとか、めまいだとか、吐き気、嘔

吐ですね、そういったショック症状を伴う方のことかな

というふうに、ちょっと理解しているんではございます

けども、そのように理解しておりますけども、そういっ

た実態についてもですね、各学校で調査しておりますけ

ども、市内にはそのような方は、児童生徒は在籍してい

ないということでございます。

○議長（北猛俊君） よろしいですか。

4番大栗民江君。

○4 番（大栗民江君） その食物によるアナフィラキシ

ーだけでなくて、アトピーを持っているお母さんでも子

供さんでも、食べ物ですとか、すべていろいろ小さい時

からいろんなことを注意して取り組んで、本当にいらっ

しゃるんですよね。

その中で、その食物と運動がプラスされたときに、こ

う起きてくるということで、普段は何ともないんだけれ

ども、たまたまそういうことが起きてくると、そういう

新しいタイプの食物依存性運動誘発アナフィラキシーっ

ていうそういうね、タイプのアレルギーが今後、たまに

だけれども出てくるとそういうことがある中で、養護の

先生だとか担任だけが知っていればいいんではなくて、

本当にこう皆さんがそういう食物だけでなくて、運動と

かそういうものがあるんだということの、認識の取り組

みといいますか、そういうことの理解ということについ

ては、どのように具体的に取り組んでいかれるんでしょ

うか。

○議長（北猛俊君） 御答弁願います。

教育委員会教育部長杉浦重信君。

○教育委員会教育部長（杉浦重信君） 大栗議員の再質

問にお答えをさしていただきます。

アレルギー疾患のですね、さまざまな新しいタイプの

アレルギーって言いましょうか、そういった基本的な知

識をですね、養護教諭を中心にしてさらにですね、一般

の先生方に、今共通の理解得られるようにですね、養護

教諭の先生を中心に進めているところでございます。

さらにですね、学校におきまして保健だよりだとか、

そういうことで保護者にもですね、そういった情報を提

供してまいりたいとこのように考えているところでござ

います。

以上でございます。

○議長（北猛俊君） よろしいですか。

4番大栗民江君。

○4 番（大栗民江君） はい、先生方の負担もさまざま

ふえて大変だろうとは思うんですけども、今後におきま

しては、本当、アトピーを持っている子供さんですとか、

私も実際に身内で、そういう本当に悩んでいる姿をずっ

と見てきましたもんですから、親はこうアトピーとかそ

ういうものは、大きくなったら治るっていうのは分かっ

てはいるんですけれども、子供、同級生から真っ赤な顔

して、なんて言うんでしょうか、さまざまな陰口を言わ

れたりですとか、本当にそういう病気を理解するってい

いますか、心のケアをやっていくという、そういうこと

の観点がこれからは、学校教育の中で一つ取り組んでい

ただきたい、期待をするところなんですけども、そのと

ころに対して御答弁お願いできますか。

○議長（北猛俊君） 御答弁願います。

教育委員会教育長宇佐見正光君。

○教育委員会教育長（宇佐見正光君） 大栗議員の再々

質問にお答えをさしていただきたいと思いますけども、

やはり安全で安心な学校生活を送るということは、これ
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もう本当に重要なところでございます。

そこの中でですね、私どももお話をさしていただいて

るのは、まずは、自分の体をまず認識していただくとい

うことで、いずれに…、先ほど御答弁もさせていただい

てますけども、まず、お医者さんの指示いただく、それ

から学校内においてはですね、先ほども御答弁させて、

いま部長からもお話をさしていただきましたけれども、

まず、養護の先生ばかりでなくて、担任の先生ばかりで

なくて、やはり先生方がですね、共通の理解と認識をし

て、やっぱりその子に対応していくっていうのは一番重

要だと思うんですね。

それで、それによって教室でほこりがあるとか、ある

いはプール授業とか、宿泊を伴うものとか、そういうい

ろんなのが課題があると思います。

その中でしっかり皆さん方がですね、共通理解の中で、

安全で安心な学校生活を送らす。

そのためには、保護者にも保健だよりを通じてお知ら

せするなり、あるいは私どももですね、そういう御家庭

に対しては通知をさしていただくなりですね、そういう

対応もしておりますので、今後とも、そういう形で取り

組んでいきたいと思ってますので、御理解のほどをお願

いをしたいと思います。

以上でございます。

○議長（北猛俊君） よろしいですか。

4番大栗民江君。

○4番（大栗民江君） はい、続きまして3項目めの脳

脊髄液減少症についてお伺いをさせていただきます。

答弁では該当者はいませんという、そういう適切な対

応をして、現在、対象者はいませんという、そういう御

答弁でありましたけれども、私、今回この質問を取り上

げさせていただきましたのは、実は私の知人にこの病気

でずっと昔から、早くから悩んでいる方がいらっしゃい

まして、今後子供さん、小さいお子さんの中で増えてき

ているという、そういうことを、で、心をずっと痛めて

おられまして、それで道新を見て 走っていったっていう

わけなんですけれども、今後、そういう本当に子どもさ

んの学校の中で、そういうことが起き…、起きたら、早

くに分かっていただきたいという思いがあります。

まずは教職員の方に知っていただきたい。そして、保

護者、父兄の皆様にも早くに分かれば、早くに治るもの

でありますので、それに関しまして、ほかの学校では、

こういう保健だよりで、そういう病気を知らせていたり

ですとか、校内で印刷して回覧をお願いしますという形

の中で、脳脊髄液減少症のことについて取り組んでいる

ところもあるんですけれども、学校の教職員ですとか、

保護者の皆様に対して何か取り組んでいくことが考えて

おられるのか、どうなのかをお伺いいたします。

○議長（北猛俊君） 御答弁願います。

教育委員会教育長宇佐見正光君。

○教育委員会教育長（宇佐見正光君） 大栗議員の御質

問、脳脊髄液減少症のことにつきましてお答えさしてい

ただきたいと思いますけれども、この症状につきまして

は、先ほど御答弁をさしていただきましたけれども、ス

ポーツ外傷等の後に脳脊髄液が漏れ出して減少すると、

そういうことによって、起立性の頭痛になったり、めま

いになったり、また倦怠とか、不眠とか、記憶障害とい

うことになるということで、認識はさしていただいてお

ります。

そんな中でですね、やはり何といっても、学校現場で、

そういう理解を深めていくというのは、やっぱり重要だ

と思っております。

先ほどもお話をさしていただいておりますけども、い

ろんな分野においてですね、先生方がしっかりとやっぱ

り共通理解をもって対処しなければならないという部分

もございますし、あわせてですね、そういうことによっ

て、私どももですね、今、情報の提供を、に努めていき

たいと思ってますし、あわせてですね、私どもも、図書

館の方でですね、学校現場は学校現場にしながらも、あ

るいは図書館の方でですね、こういう脳脊髄減少症の関

する本をですね、購入をさしていただいて、広く、市民

の皆さん方にもですね、アピール、PRしてきたい。

要するに、そういうことで多くの方々に知っていただ

きたいということも考えているところでございます。

以上でございます。

○議長（北猛俊君） よろしいですか。

（「はい」と呼ぶ者あり）

○議長（北猛俊君） 以上で大栗民江君の質問は終了い

たしました。

─────────────────────────

散 会 宣 告

─────────────────────────

以上で本日の日程は終了いたしました。

明17日の議事日程はお手元に御配付のとおり、千葉健

一君ほか3名の諸君の一般質問を行います。

本日はこれをもって散会いたします。

御苦労様でした。

午後 ３時28分 散会
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平成 20 年９月 16 日

議 長 北 猛 俊

署名議員 千 葉 健 一

署名議員 天 日 公 子


